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 学則－1 

熊本保健科学大学学則 

 

   第１章 総 則 

 

 （目的及び使命）   

第１条 熊本保健科学大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法

の規定に基づき、保健医療に関する学問の教育及び研究を行い、併せて豊かな教養

と人格とを兼ね備え、国民の保健衛生並びに医療に寄与する人材を育成することを

目的及び使命とする。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２ 本学は、教育研究組織ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研

究上の目的を定め、公表するものとする。 

 （自己点検・自己評価）   

第２条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成

するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。   

２ 自己点検評価について必要な事項は別に定める。   

 （情報の公開）   

第３条 本学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周

知を図ることができる方法によって、積極的にその情報を公開するものとする。   

２ 公開の内容及び方法については別に定める。 

 

   第２章 組 織 

 

 （学部・学科・入学定員、収容定員及び教育目的）   

第４条 本学に、保健科学部医学検査学科、看護学科、リハビリテーション学科理学

療法学専攻、リハビリテーション学科生活機能療法学専攻及びリハビリテーション

学科言語聴覚学専攻を置く。   

２ 前項の学部・学科・専攻の入学定員及び収容定員は次の通りとする。   

 

学  部 学  科 専  攻 入学定員 収容定員 

保健科学部 医学検査学科 － 100 人 400 人 

看 護 学 科 － 100 人 400 人 

リハビリテー 

ション学科 

理学療法学専攻 

生活機能療法学専攻 

言語聴覚学専攻 

60 人 

40 人 

40 人 

240 人 

160 人 

160 人 

  

３ 前項の学部・学科等の教育研究上の目的を別表第 1 に示す。   
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（大学院） 

第４条の２ 本学に、大学院を置く。 

２ 大学院学則は別に定める。 

 （共通教育センター） 

第４条の３ 本学に、共通教育センターを置く。 

２ 共通教育センターについて必要な事項は別に定める。 

（別科） 

第４条の４ 本学に、助産別科を置く。 

２ 助産別科について必要な事項は別に定める。 

（教育研究施設） 

第４条の５ 本学に、次の教育研究施設を置く。 

(1) キャリア教育研修センター  

(2) 地域包括連携医療教育研究センター 

(3) 学生相談・修学サポートセンター 

(4) アカデミックスキル支援センター 

２ 前項について必要な事項は別に定める。 

 （附属図書館）   

第５条 本学に、附属図書館を置く。   

２ 附属図書館について必要な事項は別に定める。   

 

   第３章 職員組織 

 

 （職 員）   

第６条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員及び

その他必要と認めた職員を置く。   

２ 学長が必要と認めた場合は顧問、副学長及び学長特別補佐を置くことができる。 

(1) 顧問は学長の求めに応じ、校務についての必要な助言を行う。   

(2) 副学長は学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

(3) 学長特別補佐は学長の特命を受け副学長と連携し、学長の職務を助ける。    

   （各組織の長）   

第７条 本学に、学長のほか、学部長、学術研究部長、附属図書館長、学科長、専攻

長、事務局長を置く。   

２ 学長は本学の最高責任者として校務をつかさどり、所属職員を統督する。   

３ 学部長は、本学の教授をもって充て、学部の教育に関する事項を掌理する。   

４ 学術研究部長は本学の教授をもって充て、本学の学術研究に関する事項を掌理す

る。   

５ 附属図書館長は本学の教授をもって充て、附属図書館に関する事項を掌理する。   

６ 学科長は、当該学科の教授をもって充て、学科の教育に関する事項を掌理する。   

７ 専攻長は、当該専攻の教授をもって充て、専攻の教育に関する事項を掌理する。   
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８ 事務局長は、事務の職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

９ 第２項から第７項に規定する者の選考、任期その他の必要な事項は別に定める。   

 

   第４章 大学運営協議会及び教授会等 

 

 （大学運営協議会）   

第８条 本学に、大学運営協議会を置く。   

２ 大学運営協議会に管理運営に関する専門的事項を審議するため、各種委員会を置

く。  

３ 大学運営協議会及び各種委員会に関して必要な事項は別に定める。   

 （教授会）   

第９条 本学に、教授会を置く。   

２ 教授会に教育課程及び学生の福利厚生等に関する専門的事項を審議するため、  

各種委員会を置く。   

３ 教授会及び各種委員会に関して必要な事項は別に定める。   

 （学術研究会議）   

第 10条 本学に、学術研究会議を置く。  

２ 学術研究会議に学術研究に関する専門的事項を審議するため、各種委員会を置く。  

３ 学術研究会議及び各種委員会に関して必要な事項は別に定める。   

 （教員人事委員会）   

第 11条 本学に、教員の採用、昇進等に関する事項を審議し、学長に意見を述べるた

め、教員人事委員会を置く。   

２ 教員人事委員会に関して必要な事項は別に定める。   

 （広報委員会）   

第 12条 （削除） 

 

   第５章 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日 

 

 （修業年限）   

第 13条 本学の修業年限は４年とする。   

 （在学期間）   

第 14条 学生は８年を超えて在学することはできない。ただし、第 23 条、第 25 条及

び第 26 条の規定により入学した学生は、第 27 条の規定により定められた在学すべ

き年数の２倍に相当する期間を超えて在学することができない。  

 （学 年）   

第 15条 学年は４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。   

 （学 期）   

第 16条 学年を次の２セメスターに分ける。   

(1) 前期 ４月１日から９月 30 日まで 
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(2) 後期 10 月１日から３月 31 日まで 

 （休業日）   

第 17条 休業日は、次の通りとする。   

(1) 土曜日及び日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号第３条）に規定する休日 

(3) 開学記念日（５月 15 日）   

(4) 春季休業日 

(5) 夏季休業日 

(6) 冬季休業日 

２ 前項第４号から第６号までに規定する休業日は、一年を通じ、16 週以内で学長が

定めた日とする。   

３ 学長は、第１項の規定に関わらず、特別の必要があると認めるときは、臨時に休

業日を設け、又は、休業日を変更し、若しくは休業日に授業を行うことができる。   

 

   第６章 入学、編入学、再入学及び転入学 

 

 （入学の時期）   

第 18条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第 23 条、第 25 条及び第 26 条

までの規定により入学する場合及び特別の必要があり、教育上支障がないと認めら

れる場合は、学期の始めとすることができる。   

 （入学資格）   

第 19条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。   

(1) 高等学校または中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程

により、これに該当する学校教育を修了した者 

(3) 外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる

者で文部科学大臣の指定した者 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在

外教育施設の当該課程を修了した者 

(5） 専修学校の高等課程（修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣

が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部

科学大臣が定める日以後に修了した者 

(6） 文部科学大臣の指定した者（昭和 23 年文部省告示第 47 号） 

(7） 高等学校卒業程度認定試験規則 による高等学校卒業程度認定試験に合格した

者（旧規程による大学入学資格検定（以下「旧検定」という。）に合格した者を

含む。） 

(8) 前各号に定める者の他、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者

と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの 

 （入学の出願）   
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第 20条 本学に入学を志願する者は、本学指定の期日までに、本学所定の書類に入学

検定料を添えて、学長に提出しなければならない。    

 （入学者の選考）   

第 21条 前条の入学志願者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。   

２ 選考による合格者の決定は、教授会の議を経て学長が行う。   

 （入学手続き及び入学許可）   

第 22 条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、

本学所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。   

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。   

 （編入学）   

第 23条 本学に編入学を志願する者があるときは、別に定めるところにより、選考の

上、教授会の議を経て、学長が入学を許可することができる。   

２ 編入学を志願する者の選抜にかかる事項については、別に定める。   

 （看護学科の第３年次への編入学）   

第 24条  削除 

 （再入学）   

第25条 本学に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、

教授会の議を経て、学長が入学を許可することができる。   

 （転入学）   

第26条 本学に転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、

教授会の議を経て、学長が入学を許可することができる。ただし、他の大学との協

定に基づき志願する場合は、欠員の有無にかかわらず、選考の上、教授会の議を経

て、学長が入学を許可することができる。 

 （編入学等の取扱い）   

第 27条 第 23 条、第 25 条及び第 26 条の規定により入学を許可された者の既に修得

した授業科目及びその単位数の取扱い並びに、在学すべき年数等については、教授

会の議を経て、学長が決定する。   

 

   第７章 教育課程及び履修方法等 

 

 （１年間の授業期間）   

第 28条 １年間の授業期間は、定期試験等の期間を含め、35 週にわたることを原則と

する。   

 （教育課程）   

第 29条 本学の教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年

次に配当して編成するものとする。   

２ 授業科目の種類及び単位数等は別表第２の通りとする。   

３ 第 23 条、第 25 条及び第 26 条に定める編入学生、転入学生、再入学生の履修方法

については別に定める。  
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（授業の方法）   

第 29条の２ 授業は、講義、演習若しくは実習のいずれかにより又はこれらの併用に

より行うものとする。  

２ 学長が認めた場合は、前項の授業を、文部科学大臣が定めるところにより、多様

なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させること

ができる。 

３ 前項の授業方法により修得する単位数は 60 単位を超えないものとする。  

 （単位の計算方法）   

第 30 条 各授業科目の単位数は、１単位の授業時間を 45 時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、  

授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。   

(1) 講義及び演習については、15時間から 30時間の授業をもって１単位とする。   

(2) 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間の授業をもって１単位

とする。   

２ 前項の規定に関わらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの

学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これに必

要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。   

 （単位の授与）   

第 31条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。   

 （成績の評価）   

第 32条 成績の評価は 100 点満点とし、ＡＡ（90 点以上）、Ａ（89～80 点）、Ｂ（79

～70 点）、Ｃ（69～60 点）、Ｄ（59 点以下）の評語をもって表し、ＡＡ、Ａ、Ｂ及

びＣを合格とする。   

 （他の大学又は短期大学における授業科目の履修）   

第 33条 学長が、教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づ

き、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位

を、60 単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により取得したものとみ

なすことができる。   

２ 前項の規定は、本学の学生が外国の大学に留学する場合及び外国の大学が行う通

信教育における授業科目を履修する場合について準用する。 

（検定試験の成績の取扱い） 

第 33条の２ 別に定める検定試験における学生の成績については、学長が、教育上有

益と認めるときは、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところによ

り単位を与えることができる。 

２ 前項の取り扱いについては、別に定める。 

３ 前２項により与えることができる単位数は、前条により本学において修得したも

のとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。   

 （大学以外の教育施設等における学修）   

第 34条 学長が、教育上有益と認めるときは、本学の学生が他の短期大学又は高等専
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門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学におけ

る授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。   

２ 前項の規定により与えることができる単位数は、第 33 条及び前条により本学にお

いて修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。   

 （入学前の既修得単位の認定）   

第 35条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短

期大学において履修した授業科目について取得した単位（大学又は短期大学におい

て科目等履修生として修得した単位を含む。）を、本学における入学した後の授業科

目の履修により修得したものとみなすことができる。   

２ 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った前条第１項に規

定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより、

単位を与えることができる。   

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、  

転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第 33

条から前条までの規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて

60 単位を超えないものとする。   

 

   第８章 休学、復学、転学、留学、退学、・除籍、復籍及び転学科・転専攻 

 

 （休 学）   

第 36条 疾病その他やむを得ない事情により、３ヵ月以上修学することができない者

は、学長の許可を得て休学することができる。   

２ 疾病その他の事由により修学することが適当でないと認められる者については、  

学長は教授会の議を経て、当該学生に休学を命ずることができる。   

 （休学期間）   

第 37条 休学期間は１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、学長の許可

を得て１年を限度として休学期間の延長をすることができる。   

２ 休学期間は、通算して４年を超えることはできない。   

３ 休学期間は、第 14 条の在学期間には算入しない。   

 （復 学）   

第 38条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することが

できる。   

 （転 学）   

第 39条 他の大学等への入学又は転学を志願する者は、学長の許可を受けなければな

らない。   

 （留 学）   

第 40条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学長の許可を得て

留学することができる。   

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第 14条に定める在学期間に含めることができる。   
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３ 第 33 条の規定は、第１項の許可を得て留学する場合に準用する。     

 （退 学）   

第 41条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。   

 （除 籍）   

第 42条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍することがで

きる。   

(1) 第 14 条の規定により在学期間を超えた者 

(2) 第 37 条の規定により定められた休学期間を超えて、なお復学することができ

ない者 

(3) 授業料等の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

(4) 病気その他の理由により、成業の見込みがないと認められる者 

(5) 死亡した者及び長期間にわたり行方不明の者 

２ 除籍に関して必要な事項は別に定める。 

（復 籍） 

第 42条の２ 第 42条第 1項第 3号により除籍となった者が、復籍を願い出た場合、学長の許

可を得て復籍することができる。 

２ 復籍に関して必要な事項は別に定める。 

 （転学科・転専攻）   

第 43条 転学科・転専攻を志願する者があるときは、教授会の議を経て、学長が許可

することができる。   

２ 転学科・転専攻に関して必要な事項は別に定める。 

 

   第９章 卒業及び学位の授与 

 

 （卒 業）   

第 44条 本学に４年（第 23 条、第 25 条及び第 26 条の規定により入学した者につい

ては、定められた在学年数）以上在学し、別表第３に示す所定の授業科目を履修し、

所定の単位数を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、

学位を授与する。  

 （学位の授与）   

第 45条 前条による学位の授与は、次の区分に従い行う。 

(1) 保健科学部 医学検査学科                学士（保健学）   

(2) 保健科学部 看護学科                  学士（看護学）   

(3) 保健科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻   学士（保健学）   

(4) 保健科学部 リハビリテーション学科 生活機能療法学専攻 学士（保健学）  

(5) 保健科学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻   学士（保健学）   

  

 

   第 10 章 入学検定料、入学料、授業料等 
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 （授業料等の金額）   

第46条 本学の入学検定料、入学料、授業料、及びその他の費用の納入額は別表第４の

通りとする。 

２ 休学を許可された者は、休学在籍料を納入するものとし、入学金を除く他の学費

の納入を要しない。 

 （授業料等の納入期）   

第 47条 授業料等は次の２期に分け、別表第４に定めるところにより、納入しなけれ

ばならない。   

(1) 前期分納期  ４月 30 日まで 

(2) 後期分納期  ９月 30 日まで 

ただし、入学時の前期分については、入学手続時に納入することとする。 

 （授業料等の納付金徴収の猶予）   

第 48条 経済的理由により授業料等の納付が困難であって、やむを得ない事情がある

と認められた者については、その徴収を猶予することができる。   

２ 前項の他、授業料等の納付に関し、必要な事項は別に定める。   

 （既納の入学金及び授業料等）   

第 49条 既納の入学金及び入学後に納付した授業料等は、原則としてこれを返還しな

い。   

 

第11章 研究生、聴講生、特別聴講生、科目等履修生、委託生 

及び外国人留学生 

 

 （研究生）   

第 50条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があると

きは、選考の上、教授会の議を経て、学長は研究生として入学を許可することがで

きる。   

２ 研究生として入学することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上

の能力があると認められた者とする。   

３ 研究期間は１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新

することができる。   

 （聴講生）   

第 51条 本学所定の授業科目中、１科目又は複数科目の聴講を志願する者があるとき

は、教育に支障のない場合に限り、選考の上、教授会の議を経て、学長は聴講生と

して許可することができる。   

２ 前項の授業科目には、実験、実技及び実習は含まない。   

 （特別聴講生）   

第 52 条 他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）の学生で、本学

において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該大学又は短期大
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学との協議に基づき、教授会の議を経て、学長は特別聴講生として入学を許可する

ことができる。   

 （科目等履修生）   

第 53条 本学所定の授業科目中、１科目又は複数科目の履修を志願する者があるとき

は、選考の上、教授会の議を経て、学長は科目等履修生として許可することができ

る。   

２ 学長は、科目等履修生に対し、単位を与えることができる。   

 （委託生）   

第 54条 本学において官公庁、学校、団体等からその所属する職員に特定の事項につ

いて研修させるため、委託があるときは、選考の上、教授会の議を経て、学長は委

託生として入学を許可することができる。   

 （外国人留学生）   

第 55条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志

願するものがあるときは、選考の上、教授会の議を経て、学長は外国人留学生とし

て入学を許可することができる。   

 （研究生等の取扱い）   

第 56条 研究生、聴講生、特別聴講生、科目等履修生、委託生及び外国人留学生に関

し、必要な事項は別に定める。   

 

   第 12 章 賞 罰 

 

 （表 彰）   

第 57条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者は、教授会の議を経て、表

彰することができる。   

２ 学生の表彰に関して必要な事項は別に定める。  

 （懲 戒）   

第 58条 学長は、本学の学則その他学生に関する諸規程に違反し、又は学生としての

本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て、懲戒することができる。   

２ 前項の懲戒の種類は退学、停学及び訓告とする。   

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うことができる。   

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当な理由がなくして出席が常でない者 

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

(5) 大学の名誉を著しく毀損した者 

(6) その他本学に在学させることが不適当と認められる者 

４ 学生の懲戒に関して必要な事項は別に定める。  

 

   第 13 章 大学開放等 
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 （大学開放）   

第 59条 学長は、地域社会と連携し、開かれた大学とするため、教育研究上の支障の

ない限りにおいて、公開講座の開設、教育研究施設及び設備の使用等の大学開放事

業を行うことができる。   

 

   第 14 章 雑 則 

 

第 60条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し、必要な事項は学長が

別に定める。   

（改廃）  

第 61条 この規程の改廃は、理事会が行う。  

 

附 則 

１ 本学則は、平成 15 年４月１日から施行する。ただし、第 20 条から第 22 条までの

規定は、文部科学大臣が本学の設置を認可した日より施行する。   

２ 本学則は、平成 19 年４月１日から改正施行する。 

３ 本学則は、平成 20 年４月１日から改正施行する。 

４ 本学則は、平成 21 年４月１日から改正施行する。 

５ 本学則は、平成 22 年４月１日から改正施行する。 

６ 本学則は、平成 23 年４月１日から改正施行する。 

７ 本学則は、平成 24 年４月１日から改正施行する。 

８ 本学則は、平成 25 年４月１日から改正施行する。 

９ 本学則は、平成 26 年４月１日から改正施行する。 

10 本学則は、平成 26 年６月１日から改正施行する。 

11 本学則は、平成 27 年４月１日から改正施行する。 

12 本学則は、平成 28 年４月１日から改正施行する。 

13 本学則は、平成 29 年４月１日から改正施行する。 

14 本学則は、平成 30 年４月１日から改正施行する。 

15 本学則は、平成 31 年４月１日から改正施行する。 

16 本学則は、令和２年４月１日から改正施行する。 

17 本学則は、令和３年４月１日から改正施行する。 

18 本学則は、令和４年４月１日から改正施行する。 

19 第４条第２項の適用にあたって、同条中の収容定員については、次表に掲げる年

度の人数に読み替えるものとする。   

学  科 年  度 第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 収容定員 

リハビリテー 

ション学科 

理学療法学専攻 

令和 4 年度 

令和 5 年度 

令和 6 年度 

60 人 

60 人 

60 人 

40 人 

60 人 

60 人 

40 人 

40 人 

60 人 

40 人 

40 人 

40 人 

180 人 

200 人 

220 人 
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別表第1（第４条関係）  人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

熊
本
保
健
科
学
大
学 

（人材の養成に関する目的－基本理念－）  

【熊本保健科学大学】 

(1) 保健医療分野に関する専門知識技術の教育と研究を行う 

(2) 人間と社会に深い洞察力を持つ人材の育成 

(3) 高度な知識と技術を有し、保健医療分野に貢献できる人材の育成 

(4) 豊かな人間性を備え、創造性に富む、活力ある人材の育成 

保
健
科
学
部 

（教育研究上の目的－教育目標－）  

【保健科学部】 

 (1) 生命の尊厳と社会について洞察力を有し、自立できる人材を育てる 

 (2) 広い視野に立ち、課題探求力と問題解決力を有する人材を育てる 

 (3) 医療専門職と連携協働し、自己責任の果たせる人材を育てる 

 (4) 多様な価値観を理解し、国際的な言語運用能力と情報技術を持つ人材を育てる 

【医学検査学科】 

 (1) 人間の健康、身体の構造、機能、障害をもたらす疾患及び生活環境などの基本的な

知識を有する人材を育てる 

 (2) 今日の科学技術の革新に対応した高度な検査を含めた臨床検査についての専門的な

知識と技術を有する人材を育てる 

 (3) 疾患と検査値に関する知識を学び、的確な臨床支援のできる能力と見識を有する人

材を育てる 

 (4) 食品の安全に関する科学的知識を身につけ、食品衛生管理に携わることのできる人

材を育てる 

【看護学科】 

看護の専門職として高い理想に向かって成長し続ける人間を、以下のような視点に立っ

て育成する 

 (1) いのちの尊厳を基盤に、人としての権利を尊重し調和のとれた豊かな人間性を養う 

 (2) 人々の健康を科学的・系統的に理解し、生活の質の向上に取り組む能力を養う 

 (3) 看護の対象となる人の個別性を尊重した優しいケアを提供する姿勢を養う 

 (4) 保健・医療・福祉に関わる専門職としての知識・技術・態度をはぐくみ、チームの

中で連携協働できる能力を養う 

 (5) 看護における創造性を培い、個人・家族・地域に対し主体的に看護活動ができる基

盤を養う 

 (6) グローバルな視野で社会のニーズに注目し、生涯を通じて自己の資質の向上に努め

る 

【リハビリテーション学科】 

 (1) 対象者の立場に立って QOLの向上をはかるための、科学的な思考力と判断力を培う 

 (2) 広い視野から課題を探求し、自立的に問題の解決をはかる力を育成する 

 (3) 保健・医療・福祉に関わる様々な専門職と連携協働し、自己の役割を主体的に責任

を持って果たすことのできる人材を育成する 

 (4) 人間及び社会に対する深い洞察力をもち、社会の一員として幅広い視点から柔軟で

総合的な判断のできる自立した人材を育成する 
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保
健
科
学
部 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
科 

【理学療法学専攻】 

 (1) 対象者の基本的動作能力の向上や ADL 拡大のための実践力を持った理学療法

士を育成する 

(2) エビデンスに基づいた思考と理学療法評価及び介入ができる理学療法士を育

成する 

(3) チームアプローチを推進するための専門職としての知識、・技術を持った理学

療法士を育成する 

(4) 社会貢献と医療の発展に寄与するために必要な探究心を持った理学療法士を

育成する 

【生活機能療法学専攻】 

(1) 対象者の立場に寄り添った広い視野と洞察力を持つ作業療法士を育成する 

(2) 対象者の生活機能及び QOLの観点から、科学的かつ論理的な思考と判断をもっ

て意味のある作業活動を導出できる作業療法士を育成する 

(3)  専門職チームの一員として、主体的に考えながら連携協働できる作業療法士を

育成する 

(4)  作業療法学の進歩を的確に捉えながら、専門職としてのリーダーシップを発揮

し、地域社会に貢献できる作業療法士を育成する 

【言語聴覚学専攻】 

(1) 言語聴覚士に必要な豊かな人間性と教養、高い倫理観、国際性を身につけた人

材を育成する 

(2) 言語聴覚士として不可欠な基本的知識と技能を修得し、科学的かつ論理的な思

考力と判断力のある人材を育成する 

(3) 実習や演習等を通して専門職としてのコミュニケーション能力を高め、多職種

連携や地域社会に貢献できる言語聴覚士を育成する  

(4) 広い視野を持ち言語聴覚学の発展に寄与できる人材を育成する 
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学則の変更の趣旨等を記載した書類 

 

 

ア．学則変更（収容定員変更）の内容 

 熊本保健科学大学保健科学部は，2022（令和 4）年 4 月 1 日より，入学定員を以下の通り

変更する。 

リハビリテーション学科理学療法学専攻の入学定員を現在の 40 名から 60 名に，収容定

員を現在の 160 名から 240 名に変更する。これにより保健科学部の入学定員は 340 名，収

容定員は 1,360 名となる。 

 

イ．学則変更（収容定員変更）の必要性 

1)現行での課題 

2011（平成 23）年に制定されたスポーツ基本法では，「スポーツを通じて幸福で豊かな生

活を営むことはすべての人々の権利」を実現するため，国，地方公共団体及びスポーツ団体

等の関係者が一体となってスポーツ立国を実現する重要な指針が示された。ついで，2017

（平成 29）年 3 月に「第 2 期スポーツ基本計画」が策定された。その中で，① 子供の体力

向上，② 学校体育・運動部活動の系統化・明確化，③ 生涯スポーツ社会の実現，④ 障が

い者スポーツの充実，⑤ 国際競技力の向上，⑥ スポーツによる地域・経済の活性化，⑦ ス

ポーツを通じた女性の活躍促進を掲げ，子供の体力向上からトップアスリートの競技力向

上まで，健康維持や体力増進のために運動を意図的にかつ適切に日常生活へ組み込むこと

が重要になっており，そのための多様な支援が必要とされている。 

また，東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて，障がい者スポーツ振興に関する

事業を厚生労働省から文部科学省へ移管し，社会参加やリハビリテーションの観点に加え，

競技性の向上とスポーツ振興の観点から推進していく必要性が高まっている。さらに，大会

遠征や強化合宿の実施，競技アシスタントの設置，スポーツ医科学を活用した支援の拡充な

どが急速に進んでいる。 

さらに，2011（平成 23）年厚生労働省審議会において，国民の目指す姿を「全ての国民

が共に支え合い，健やかで心豊かに生活できる活力ある社会」とし，① 健康寿命の延伸と

健康格差の縮小，② 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底，③ 社会生活を営む

ために必要な機能の維持及び向上，④ 健康を支え，守るための社会環境の整備，⑤ 栄養・

食生活，身体活動・運動，休養，飲酒，喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会

環境の改善，の 5 つを示している。特に，人生 100 年時代と言われる日本において 2040 年

には 18～64 歳が 65 歳以上を支える場合，支える側と支えられる側の比率は 1.5：1 であり，

支える側を 74 歳まで広げた場合にその比は 3.3：1 になること，高齢者就労や社会参加は健
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康維持や認知症リスクを軽減できるといった点からも，高齢者を含めた総就業者数の増加

も課題として挙げられている。 

特に，熊本県においては，65 歳以上人口割合が 30.6％（2018 年）と全国平均（28.1％）

より高く，65 歳以上の就業率が全国平均（22.49％）よりも低い（21.94％）。2020 年 3 月

末時点での要介護・要支援認定率は全国 47 都道府県中 9 番目であり，2019 年の県民の一

人当たりの医療費は全国 9 位（約 39 万円：総医療費 7,019 億円）と多い。ちなみに，健診・

レセプトデータ等の分析で全国との乖離の大きい課題疾病は，循環器疾患・精神神経疾患・

骨折・糖尿病であり，県全体での予防・健康づくりの機運が高まっている。 

 

2)学則変更（収容定員変更）の必要性 

まずは，スポーツ現場における実務能力を有し，健康・スポーツをキーワードに地域貢献

できる理学療法士の育成が急務である。これまで，スポーツ領域における理学療法士は，怪

我をした選手の復帰に向けたアスレティックリハビリテーションにおいて中心的な役割を

担ってきた。近年では，怪我の再発予防やパフォーマンス向上を目的とした理学療法介入に

加え，中学・高校の学生スポーツや地域のスポーツクラブなどにおいて，理学療法士が日々

の練習，合宿及び試合へ帯同し，怪我の予防，コンディショニングを行うことで，健康的な

スポーツ活動や競技力の向上に貢献することが期待されている。このことは，運動部活動の

社会体育への移行が進んでいることからも，地域スポーツ振興における理学療法士の役割

は極めて重要であると考えられる。 

また，障がい者スポーツ振興における理学療法士の役割も重要であり，競技クラス分け，

怪我の予防，コンディショニング及び使用する道具・機器開発などへの貢献が期待されてい

る。 

さらに，運動器系疾患，神経系疾患，呼吸器系疾患，循環・代謝系疾患などが原因で障害

を有する対象者に対する理学療法（運動療法）に加え，人生 100 年時代に備えて，障害予防

や介護予防・介護離職予防を目的としたアプローチなど理学療法士に対する需要は非常に

高い。例えば，小児の理学療法，産前産後の女性の健康支援，就業者（生産年齢者）の腰痛

予防・労働災害予防・生活習慣病予防，高齢者の主な要介護要因となるサルコペニアやフレ

イルの予防など，新生児期から高齢期まで様々なライフステージを対象とし，他職種との適

切な連携の上で，栄養・運動・休養等に加え，口腔の健康なども考慮した理学療法の実践が

求められている。さらに，理学療法の効果を分子生物学的レベルからヒトレベルまでのマル

チスケールで検証することも必要である。 

そのためには，科学的根拠に基づいた最適かつ効果的な理学療法介入を選択する必要が

あるが，対象者の有するデータを分析する研究力と理学療法の実践力を基に問題を解決す

る理学療法士の役割は重要であり，今回の理学療法学専攻の収容定員増は，現在の，そして

将来の日本における社会的要請に対応しようとするものである。 
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ウ．学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

（ア）教育課程の変更内容 

理学療法学専攻の収容定員増に伴う，他学科・専攻における教育課程の変更は行わな

いため，特段の影響はない。 

保健科学部における教育課程には，「教養科目」，「保健科学基幹科目」，「専門基礎科

目」そして「専門科目」がある。 

今回の学則変更（収容定員変更）に伴い，「スポーツデータサイエンス論」，「スポー

ツトレーニング論」，「健康スポーツ心理学」，「アスリートサポート演習」，「スポーツコ

ンディショニング演習」を，理学療法学専攻の「専門科目」に新たに配当する。これら

の新規科目は主に新設予定のスポーツリハビリテーションコース（2 年次から選択制

/20 名定員）選択者が受講する。スポーツデータサイエンスや実業団とのアカデミック

連携を視野に学外での演習・活動を予定している。 

「教養科目」では，「情報科学」や「英語」が必修科目である。「情報科学」はパソコ

ンを用いた演習科目であるが，本学 2 号館 2 階の PC 室（2210 講義室）の増改修等で

一人一台パーソナルコンピューターを使用できるようにすることなどで，定員変更前

の教育課程と比較して、同等以上の内容を担保する。 

また，「英語」については 1 クラス増やし，受講者数に応じたクラス分けと非常勤講師

の採用により定員変更前の教育課程と比較して，同等以上の内容を担保する。 

さらに，保健科学部全学科の学生が受講する「基礎セミナー」は，受講者数に応じた

グループ分けとセミナー担当教員の配置により，定員変更前の教育課程と比較して，同

等以上の内容を担保する。 

「保健科学基幹科目」において，保健科学部全学科の学生が受講する「チーム医療演

習」では，受講者数に応じたグループ分けと演習担当教員の配置により，定員変更前の

教育課程と比較して，同等以上の内容を担保する。 

「専門基礎科目」において，演習が含まれる「救命救急医学」は，生活機能療法学専

攻の学生と一緒に受講するが，分担教員を増員することにより，定員変更前の教育課程

と比較して，同等以上の内容を担保する。そして，「解剖学演習」や「生理学実習」も

生活機能療法学専攻の学生と一緒に受講する。これらは，現在，分担教員を配置してい

る。しかしながら，増員によって演習・実習室が手狭になることから，当該教室の変更

等により，定員変更前の教育課程と比較して，同等以上の内容を担保する。 

 

（イ）教育方法及び履修指導方法の変更内容 

本学は，スモールグループ制度を採用し，単位取得や国家試験対策，就職指導，精神

的ケア等を行うが，理学療法学専攻では 1 人の教員に各学年 6 名の学生を割り当てる

ことで十分対応が可能である。 

「理学療法評価学Ⅰ」などの演習が含まれる専門科目については，分担教員を増員す
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ることやティーチングアシスタントにより演習補助を行うことで，定員変更前の教育

方法及び履修指導方法と比較して，同等以上の内容を担保する。「物理療法学演習」、「徒

手療法学」など機器やベッドを用いる科目については，演習に支障を来さぬよう必要備

品数を確保し，定員変更前の教育方法及び履修指導方法と比較して，同等以上の内容を

担保する。 

臨床実習については，実習生の引き受けに協力的な連携協定施設（のちに主たる実習

施設として登録予定）の確保が済んでおり，当該施設とその系列病院において，おおむ

ね増員分の実習については対応可能となっており，定員変更前の教育方法及び履修指

導方法と比較して，同等以上の内容を担保する。 

 

（ウ）教員組織の変更内容 

現在、理学療法学専攻専任教員は理学療法士 9 名（および医師 1 名，生理学者 1 名）

で，内訳は教授 5 人，准教授 4 人，講師 2 人である。現在の教員構成は，理学療法士

作業療法士学校養成施設指定規則に定められている理学療法士の免許を保有する専任

教員数を超えたものであり，今回の学則変更（収容定員変更）に伴う教員の増員は実施

しない。しかしながら，将来の教育体制を充実させるため，必要に応じて教員の増員を

検討する。 

 

（エ）大学全体の施設・設備の変更内容 

   今回の学則変更（収容定員変更）に伴った大学全体の施設・設備の変更は以下の通り 

である。 

   講義室については，1 号館の既存施設の改修により新たに中講義室を 3 室，① 1500

講義室（232.5ｍ2），② 1501 講義室（402.6ｍ2），③ 1502 講義室（151.4m2）を設け

た。2 号館については，パソコン演習時に一人一台パーソナルコンピューターを使用で

きるようにするため，2 階の 2209 講義室（167.81m2）と 2210 PC 室（84.42ｍ2）を入

れ替える予定である。 

   このことで，1 号館 3 室増， 2 号館 1 室減により，中講義室は 2 室増となり，定員

変更前の大学全体の施設・設備と比較して，同等以上の内容を担保する。 

PC 室については上述の通り，中講義室との入れ替えにより，一人一台パーソナルコ

ンピューターを使用できるようにする（旧 2210 PC 室が，新小講義室となる）ことで，

定員変更前の大学全体の施設・設備と比較して，同等以上の内容を担保する。 

徒手療法学などで治療用ベッドを使用して演習を行う実習室は（2404 講義室），現在，

生活機能療法学専攻（入学定員 40 名）が主に使用する実習室（2405 講義室）に隣接し

ているが，今回の学則変更（収容定員変更）に伴い，両室をまとめて理学療法学専攻の

演習室にすることとし，定員変更前の大学全体の施設・設備と比較して，同等以上の内

容を担保する。これに伴い，生活機能療法学専攻の演習室は，2 号館 3 階の小講義室 2

室分（2304 および 2305 講義室）をそれに転換する（2 号館 2 階に小講義室を 1 室設け
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る，2210 講義室）ことで，定員変更前の大学全体の施設・設備と比較して，生活機能

療法学専攻においても同等以上の内容を担保する。 

運動療法室や物理療法室の面積については，今回の学則変更（収容定員変更）によっ

ても講義・演習における教育活動に支障は来さない。物理療法機器については演習に支

障を来さぬよう必要数を確保し，定員変更前の大学全体の施設・設備と比較して，同等

以上の内容を担保する。 

将来の専任教員の増員に対応するために，2 号館 5 階の合同教員室（2501 および 2502

研究室）の面積を拡大する。そして，准教授以上の職位が個人で使用する教員室 2 室も

新たに増築し，定員変更前の大学全体の施設・設備と比較して，同等以上の内容を担保

する。 

さらに、学生用のロッカー（336 名分）を 2 号館 1 階に増設し，かつ 2 号館 3 階の

学生更衣室の面積も拡大することで，定員変更前の大学全体の施設・設備と比較して，

同等以上の内容を担保する。 

 レストラン（650 人収容）およびキャンパステラス・学習室は，2020（令和 2）年度

にリニューアル移転を済ませており，それぞれ座席数も増やしていることから，定員変

更前の大学全体の施設・設備と比較して，同等以上の内容を担保する。 



設置等の趣旨（資料）－1 

 

資 料 目 次 

 

 

 

教育課程等の概要                      ・・・・・・2 

 

  施設・設備       

   ・1号館改修平面図                     ・・・・・・5 

   ・2号館 1階改修平面図                   ・・・・・・6 

    ・2号館 2階改修平面図                   ・・・・・・7 

     ・2号館 3階改修平面図                           ・・・・・・8 

     ・2号館 4階改修平面図                          ・・・・・・9 

・2号館 5階改修平面図                            ・・・・・・10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1前 1 ○ 1 1 1 兼28

1前 2 ○ ○ 兼1

1前 2 ○ ○ 兼4

1後 2 ○ ○ 兼4

2前 1 ○ ○ 兼3

2後 1 ○ ○ 兼1

2前・4後 2 ○ 兼1

1前・2後 2 ○ 兼1

2前 2 ○ 兼1

1前 2 ○ 兼1

1後 2 ○ 兼2

2後 2 ○ 兼1

2前 2 ○ 兼1

1前 2 ○ 兼1

2後 2 ○ 兼1

1後 2 ○ 兼1

2前 2 ○ 兼1

1前 2 ○ 兼1

1前 2 ○ 〇 兼1

2前 2 ○ ○ 兼1

1後 1 ○ ○ 兼1

1前 1 ○ ○ 兼1

1前 1 ○ 兼4

1後 1 ○ 兼4

2前 1 ○ ○ 兼2

2後 1 ○ 兼2

3前 1 ○ 兼1

3前 1 ○ 兼1

3前 1 ○ 兼1

－ 12 34 0 1 1 1 0 0 兼51

2前 1 ○ 兼1

1前 1 ○ 兼1

1前 1 ○ 兼6

1前 1 ○ 兼2

1・2・3・4前 1 ○ ○ 兼2

1後 2 ○ 兼1

4後 1 ○ 兼1

－ 5 3 0 0 0 0 0 0 兼13

1前 1 ○ 兼2

1後 2 ○ 1 兼1

1後 2 ○ 2 兼4

1前 1 ○ 2 1

1後 1 ○ 1

1後 2 ○ 2 1

1前 1 ○ 1

1後 2 ○ ○ 1

1後 1 ○ ○ 1 1

1後 1 ○ 兼1

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

統計学入門
生命と進化
環境と生命

備考

基礎セミナー
情報科学
アカデミックスキルⅠ（入門）
アカデミックスキルⅡ（基礎）
アカデミックスキルⅢ（応用）
スキルアップセミナー
哲学

コミュニ
ケーショ
ンの技法

英語Ⅱ
英語Ⅲ
英語Ⅳ
英語Ⅴ
英語Ⅵ
英語Ⅶ
小計（29科目）

健康スポーツ科学
情報処理技術
カウンセリング技法
レクリエーション技法
英語Ⅰ

－

保
健
科
学
基
幹
科
目

保健医療概論
生活保健論
臨床検査概論
看護学概論
災害時における保健医療
生命と倫理
チーム医療演習
小計（7科目） －

教
養
科
目

コモン・
ベーシッ
クス

人文科学

社会科学
環境と経済
文化と経済

芸術と人間
文学入門
心理学
社会学
教育学
法と人間

自然科学

基礎運動学
臨床運動学
運動学実習
人間発達学

人体の構
造と機能
及び心身
の発達

解剖学Ⅰ
解剖学Ⅱ
解剖学演習
生理学Ⅰ
生理学Ⅱ
生理学実習

専
門
基
礎
科
目
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2前 1 ○ 兼2

2後 1 ○ 1

3前 1 ○ 2

2前 1 ○ 1

2後 1 ○ 1

2前 1 ○ 1

3前 1 ○ 1 兼1

2前 1 ○ 兼1

2前 1 ○ 兼1

2後 1 ○ 兼1

2前 1 ○ 兼2

2後 1 ○ 兼1

4後 1 ○ ○ 1 1 1 兼2

1前 1 ○ ○ 兼8

1前 1 ○ 兼4

3前 1 ○ ○ 兼1

1後 1 ○ 1

2後 1 ○ ○ 兼1

1後 1 ○ 兼1

－ 30 3 0 4 2 2 兼29

1前 1 ○ 2 2 2

1後 1 ○ ○ 1

4後 1 ○ 5 4 2

3前 2 ○ ○ 5 4 2

3前 1 ○ ○ 1

2後 1 ○ 1

4前 1 ○ 1

2前 2 ○ ○ 1

2前 2 ○ 1 兼1

2後 2 ○ 2 1 兼1

2後 1 ○ 1

3前 2 ○ 2

2後 2 ○ ○ 1

3前 1 ○ 1 1

3前 1 ○ 1

2後 1 ○ ○ 1

3前 1 ○ ○ 1 1

3前 1 ○ ○ 兼1

3前 1 ○ ○ 1

4前 1 ○ ○ 1

4前 1 ○ ○ 1

2後 1 ○ 1

3前 1 ○ 1

2後 1 ○ 1

3前 1 ○ ○ 1

2前 1 ○ ○ 1

4前 1 ○ ○ 1

2後 1 ○ ○ 1 1

4前 1 ○ 1 兼2

4前 1 ○ 1

4前 1 ○ 1

2前 1 ○ 1

2前 1 ○ 1

2後 1 ○

2後 1 ○ 1

3前 1 ○ 1

2前 2 ○ 2

2後 1 ○ 1

救急救命医学
臨床心理学
精神医学
整形外科学
神経内科学

病理学
薬理学
画像診断学
臨床医学総論Ⅰ
臨床医学総論Ⅱ

応用理学療法管理・運営学

理学療法
評価学

理学療法評価学Ⅰ
理学療法評価学Ⅱ
理学療法評価学Ⅲ

小児科学
代替医療
作業療法概論
言語聴覚学概論

保健医療福
祉とリハビ
リテーショ
ンの理念

医療と福祉
リハビリテーション概論
関連法規
衛生・公衆衛生学
小計（29科目）

疾病と障
害の成り
立ち及び
回復過程
の促進

リハビリテーション医学

神経系理学療法学Ⅱ

徒手療法学Ⅲ
物理療法学
物理療法学演習
義肢学
装具学

－

基礎理学
療法学

理学療法学総論

基礎理学療法学
理学療法学総合演習
理学療法研究法
理学療法セミナー

理学療法管
理学

基礎理学療法管理・運営学

アスリートサポート演習
スポーツコンディショニング演習

地域理学
療法学

地域理学療法学

生活環境支援系理学療法学

スポーツ理学療法学
障害者スポーツ指導論
高次脳機能障害理学療法
摂食嚥下理学療法学
リハビリテーション工学
スポーツデータサイエンス論

理学療法
治療学

生活技術学

内部障害系理学療法学
呼吸器系理学療法学
循環器系理学療法学
発達障害系理学療法学
徒手療法学Ⅰ
徒手療法学Ⅱ

スポーツトレーニング論
健康スポーツ心理学

運動器理学療法学
運動器理学療法学演習
神経系理学療法学Ⅰ
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門
科
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1前 1 ○ 5 4 2

3後 4 ○ 5 4 2

3後 7 ○ 5 4 2

4前 8 ○ 5 4 2

2前 2 ○ 5 4 2

4後 3 ○ 5 4 2

－ 58 7 5 5 4 2 0 0 兼4

－ 105 47 5 5 4 2 0 0

卒業研究
卒業研究
小計（44科目） －

合計（109科目） －

臨床実習

臨床見学実習
臨床評価実習
臨床総合実習Ⅰ
臨床総合実習Ⅱ
地域実習

必修科目105単位、教養科目の選択科目から14単位以上、保健科学基幹科目・専
門基礎科目の選択科目より2単位以上、専門科目の選択科目より4単位以上を修
得し、125単位以上修得すること。なお、教養科目の選択科目のうちカウンセリ
ング技法を含む、人文科学、社会科学、自然科学、コミュニケーションの技法
の中区分より各1単位以上、保健科学基幹科目・専門基礎科目の選択科目のうち
臨床検査概論、看護学概論より1単位以上かつ専門基礎科目より1単位以上を選
択必修とする。

１学年の学期区分 2学期

１学期の授業期間 15週

１時限の授業時間 90分

学位又は称号 学士（保健学） 学位又は学科の分野 保健衛生学

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等
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門
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学生の確保の見通し等を記載した書類 

 

（1）学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 

①学生の確保の見通し 

ア 定員充足の見込み 

理学療法学専攻の入学定員を 60 名としたい。現理学療法学専攻の入学定員は 40 名であ

るが、九州地区の私立 7 大学の入学定員の平均値は約 57 名であり妥当な水準であると考え

る（資料 1）。 

また、学校基本調査のデータで 18 歳人口の推移をエリア毎にみると、2020 年を指数 100

とした場合、2032 年の全国平均が 87.7 に対し、九州・沖縄は 93.2 と国内でも減少率が極

めて低いエリアであり、その中でも熊本県は沖縄県、福岡県に次ぐ減少率の低さである（資

料 2）。本学の理学療法学専攻の都道府県別志願者エリアを見てみると、ほぼ九州内であり、

その中でも地元熊本県の過去 5 年平均の比率は 57％と高く、将来的に 18 歳人口減を理由

とした志願者減については、他と比較してさほど心配する必要がないエリアと考えられる

（資料 3）。 

なお、教育課程等の変更内容で記載している新設予定のスポーツリハビリテーションコ

ース（資料 4）について、学内の理学療法学専攻学生の全学年対象に取ったアンケート結果

では、理学療法士を目指す学生のほとんどがスポーツリハビリテーションに関心を示して

いる（資料 5）。また、本学の今年度の資料請求者やオープンキャンパス参加の高校生に実

施したアンケート（資料 6）では、理学療法士に興味を持つ高校生の約 77％がスポーツリ

ハビリテーションコースの選択を希望しており、新コースの内容をしっかり広報すること

で九州圏内の多くのスポーツに関心を持つ高校生の興味を引き、志願者増につながること

が期待できる。 

また、熊本県教育委員会からは、本学と連携することで高校生の資質や能力の向上に努め

たいことや、本県高校生の進路の選択肢の拡大につながる取り組みとして期待している旨

の意見を頂いている。（資料 7） 

 

イ 定員充足の根拠となる客観的データの概要 

本学を含む九州内の理学療法分野を有する 7 大学の定員合計は 400 名であるのに対し、

志願者数の合計は、2018 年度入試では 1,024 名、2019 年度入試では 1,174 名、2020 年度

入試では 1,306 名となっており増加傾向である（資料 8）。 

また、本学の理学療法学専攻の志願倍率は学内の既存学科・専攻の中でも一番高く、過去

5 年（2016～2020 年度入試）のデータでは 4.7～5.9 倍、理学療法分野を有する九州の私立

大学の中でもトップクラスの志願倍率を維持しており、定員は十分に充足できる（資料 9）。 

なお、前述した本学の今年度の資料請求者等に実施したアンケートでは、理学療法士に興
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味を持っている高校生のみならず、理学療法士に興味のなかった高校生においても、約 58％

が新コースのある本学理学療法学専攻を選択肢の1つに加えたいと回答している（資料6）。

このアンケート結果からも、入学定員は将来にわたって十分に充足できるものと考えてい

る。 

 

 

ウ 学生納付金の設定の考え方 

九州地区の理学療法士養成私立大学の 4 年間の学費総額は 511 万円から 590 万円となっ

ている（資料 10）。現在の本学における理学療法学専攻の学費は、4 年間総額で 560 万円と

妥当な金額設定にしている。今回の増員後も金額設定を変更せず、今までと同様に 4 年間

総額で 560 万円とする。 

 

②学生確保に向けた具体的な取組状況 

2020 年度は、コロナ禍のため例年とは違う取り組みとなったが、2021 年度は新型コロナ

の感染状況を見て 2019 年度までの取組内容に戻すことを予定している。 

【オープンキャンパスの開催】 

例年実施していた 7 月・8 月の来場型オープンキャンパスは、新型コロナの感染対策のた

め開催を取り止め、Web 上での開催（各説明動画の公開や個別 Zoom 相談）とした。感染

者数が落ち着いた 2021 年の 3 月に、初めての試みとしてキャンパス見学会（春のオープン

キャンパス）を開催し、学科紹介・見学をはじめ、進学相談などのメニューを用意した。参

加者については感染対策のため各学科 40 名定員（3 学科合計で最大 120 名）とし、定員に

近い 112 名の参加があった。 

2019 年までの来場型オープンキャンパスでは、参加者が進学後のミスマッチを少しでも

なくすことができるよう、「大学での学習内容や実際の仕事内容の理解が深められること」、

「大学の雰囲気を感じられること」、などを意識した構成とした。具体的には、開始時の全

体オリエンテーションで学長自ら大学の特長や入学してほしい学生像の説明を行うことや、

多数の学生スタッフを動員した多くの模擬演習、大学見学ツアー、学生/教職員への相談コ

ーナー、保護者向けの進学説明会等である。当日のアンケート結果からも参加者は大変満足

していることが分かった（資料 11）。また、無料送迎バスも熊本市内 2 ルート以外に九州各

県を網羅した 7 ルートを設定している。ルート設定は、前年度の志願状況や資料請求状況

を考慮し乗車エリアの見直しを毎年行っている。過去 3 年間（2017 年～2019 年度）の参加

者数は資料 12 の通りである。 

 

【入試対策講座の開催】 

例年実施していた 8 月末・12 月の来場型入試対策講座は、オープンキャンパスと同様に

2020 年度は開催を取り止め、Web 上での開催（講義動画の公開）とした。 
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2019 年までの来場型入試対策講座では、8 月末が「推薦入試対策講座」、12 月が「一般入

試対策講座」として、地元大手予備校講師による対策講座を実施してきた。当日のアンケー

ト結果からも参加者は大変満足していることが分かった（資料 13）。こちらも九州各地より

3 ルートの無料送迎バスを設定し参加者を増やす取り組みを行った。過去 3 年間（2017 年

～2019 年度）の参加者数は資料 12 の通りである。 

 

【高校訪問】 

 九州・沖縄・山口に幅広く訪問している。2020 年度は、熊本県外はほとんど訪問ができ

ない状況であったが、例年は志願実績等を基にターゲット校を計 250 校ほどに絞って年に

3 回、エリア毎に担当者を配置し、入学者の状況報告や次年度入試情報、オープンキャンパ

ス等の告知を行い、高校との信頼関係を構築している。 

 

【学外進学ガイダンス／出前授業の参加】 

 九州・沖縄・山口に幅広く参加している。2020 年度は感染対策の観点から大幅に参画数

を減らしたが、2019 年度までは費用対効果を意識しながら参加会場の取捨選択を行い、積

極的に参加している。教育内容、学生生活、入試情報、就職状況などの疑問や不安を解消す

るため、きめ細やかな対応を行っている。過去 3 年間（2017 年～2019 年度）の参加状況は

資料 14 の通りである。 

 

【マスメディア広報】 

 ほとんどの高校生がスマホを所持している現在、時代のニーズに合わせ 2018 年度より

TVCM から Web 上での広報に比重を移した。Web では本学への入学意欲が高い層から低

い層まで、各個人の検索履歴などから推測することができるため、高い層と、低い層に効果

的な広告手法を使い分けて、ターゲットを絞った Web 広告を展開してきた。主にランディ

ングページや本学ホームページへの誘導であるが、ランディングページの内容は本学の特

長をまとめたものやオープンキャンパス日程などで、入試前になると入試に特化した内容

へ変更している。今後も Web 上での広報を充実させていくとともに、状況に応じてＴＶＣ

Ｍで周知を図っていく。 

 

（2）人材需要の動向等社会の要請 

① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

本学は、「保健医療に関する学問の教育及び研究を行い、併せて豊かな教養と人格とを兼

ね備え、国民の保健衛生並びに医療に寄与する人材を育成する」ことを目的及び使命として

いる。本学の保健科学部リハビリテーション学科内には 3 専攻あり、その中の 1 つが理学

療法学専攻である。具体的な理学療法学専攻の教育目標は以下のとおりに設定している。 
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1．対象者の基本的動作能力の向上やＡＤＬ拡大のための実践力を持った理学療法士を養成

する 

2．エビデンスに基づいた思考と理学療法評価及び介入ができる理学療法士を育成する 

3．チームアプローチを推進するための専門職としての知識、技術を持った理学療法士を育

成する 

4．社会貢献と医療の発展に寄与するために必要な探究心を持った理学療法士を育成する 

さらに、現存の理学療法学専攻内において、新たにスポーツリハビリテーションコースを

配置し、健康・スポーツをキーワードに実務能力を有し、地域貢献できる理学療法士を育成

する。 

 

② 上記①が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根拠 

【理学療法学専攻全体で養成される人材】 

（社会的な人材需要の動向） 

平成 11 年に国家試験受験資格付与のための学校養成施設の指定規則が見直され、各大学

が社会のニーズに適切に対応した多様な医療技術者等の養成ができるようになった（第 2回 

理学療法士・作業療法士需給分科会）。 

その間、国においては団塊世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて、地域包括ケアシス

テムの構築を進めていく中、介護などの分野において理学療法士の需要が見込まれている

一方で、健康寿命の延伸に着目した予防医学分野の人材育成が必要とされている。 

事実、国民の健康増進を図るため、「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動（健

康日本 21）」が推進されている（資料 15）。その中では、次世代（子供）及び高齢者の健康

に関する目標を含め、運動習慣の定着や身体活動量の増加に関する目標とともに、身体活動

や運動に取り組みやすい環境整備に取り組むこととしている（資料 15）。 

（地域的な人材需要の動向） 

熊本県においても「健康日本 21」との整合性を図った「第４次くまもと 21 ヘルスプラン

（熊本県健康増進計画）」を策定し、「健康寿命の延伸」や「生活の質の向上」を目標に健康

づくり施策を推進している（資料 16）。 

このような社会的、地域的な人材需要の動向は、介護領域を含め、健康寿命の延伸に着目

した予防医学領域に関する実務能力を身に付けた理学療法士の育成が重要である事を示す

ものである。 

一方で、現在の本学理学療法学専攻（40 名）における求人件数は、年間約 600 施設を超

えている（資料 17）。昨年度はコロナ禍の影響で、関東からの求人数は減少したものの、例

年、卒業生を大幅に上回る求人数があり、就職率は理学療法学専攻を平成 19 年に開設以来 

100 % を継続している。さらに、令和 2 年度における理学療法学専攻卒業生の就職先は、

全体の 90 ％が九州圏であり、関東圏からの求人数が減少しても、就職率にはほとんど影響

を及ぼさなかった（資料 17）。 
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このように、卒業生に対して 15 倍を超える求人数があることに加え、過去 5 年間の求人

施設の内訳は、医療領域以外の施設が全体の約 10 %を占めており多様化している（医療領

域の平均求人数 575 件、その他領域の平均求人数 57 件：資料 17）。また、今年度現時点で

は一昨年度並みのペースで求人施設数が回復（増加）している。 

以上のような社会的、地域的な人材需要の動向を踏まえ、理学療法学専攻全体では、これ

までと同様に卒業生以上の求人数がある医療領域へ人材を輩出する事に加え、介護および

予防医学領域など、多様な実務能力を身に付けた理学療法士を輩出することが可能である。

従って、卒業生を大幅に上回る求人数があること、医療以外の領域へ人材を輩出する余地も

あることから、入学定員を 20 名増員する必要性がある。 

【新設するスポーツリハビリテーションコースで養成される人材】 

（社会的な人材需要の動向） 

平成 31 年の理学療法士・作業療法士の需給推計（案）において、2040 年頃における理学

療法士の供給数は需要数の約 1.5 倍になる事が報告された（第 3 回 理学療法士・作業療法

士需給分科会）。このことは、理学療法士の職域拡大が急務であることを示すものである。 

そこで、他領域の動向を概観すると、平成 23 年に制定されたスポーツ基本法では、「スポ

ーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利」を実現するため、国、地

方公共団体及びスポーツ団体等の関係者が一体となってスポーツ立国を実現する重要な指

針が示されている。その中で、子供の体力向上からトップアスリートの競技力向上まで、健

康維持や体力増進のために運動を意図的にかつ適切に日常生活へ組み込むことが重要にな

っており、そのための多様な支援が必要とされている。 

しかしながら、スポーツ庁が 2019 年に実施した 18～79 歳の男女を対象としたＷＥＢア

ンケートによると、有効回答者 20，000 件のうち、過去１年間に「運動やスポーツを行な

った」とする者は 80.2 %、「運動やスポーツを行わなかった」とする者は 19.8 % であった

との報告がある（資料 14）。特に「運動やスポーツを行った」とする者の割合は男性が女性

より高く、10 代、20 代及び 70 代でそれぞれ高くなっている（資料 18）。また、この 1 年

間に、「運動やスポーツを行った」理由について、「健康のため」とする者は 77.9 %で最も

高く、次いで「体力増進・維持のため」が 58.3 %であった。（資料 18）。 

このように高齢者においても「運動やスポーツを行った」とする割合が高いことから、運

動やスポーツによるケガやその予防に対して、理学療法士の果たす役割がますます高まる

ことが予想され、次世代（子供）及び高齢者のスポーツ参加を支援し、それに伴う障害など

を予防する理学療法士の育成は極めて重要であると考えられる。さらに、日本の高齢化社会

を考えた時、平均寿命と健康寿命の差が、女性で 12 年、男性でも 8 年に達している点は注

目すべきである。人生の最後に 10 年もの不健康な生活を送ることを防ぐには、継続したス

ポーツ活動によって、体力の維持や生活習慣病の予防を図ることが重要であり、シニアに対

するスポーツ活動支援を充実させることが必要である 
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（地域的な人材需要の動向） 

熊本県ならびに熊本県スポーツ協会においても、子どもたちの体力づくりやコミュニケ

ーション能力の向上などを目的としたアクティブチャイルドプログラム、育成指定選手に

対してメディカルチェックやトレーナー派遣等を実施するマルチサポート事業（資料 19）、

選手の応急処理や健康管理等のコンディショニングを図るスポーツトレーナー事業などの

取り組みを行なっている（資料 20）。熊本県スポーツ協会からは、スポーツを支える人材の

育成と拡大、地域の活性化に貢献する取り組みに期待している旨のご意見を頂戴しており

（資料 21）、そして、知的障がいのある方へ様々なスポーツ活動を提供・サポートしている

スペシャルオリンピックス日本・熊本からは、本専攻のスポーツリハビリテーションコース

設置が、これからの日本社会における健康寿命増進に資する内容であり全面的にご支援を

したい旨のご意見も頂戴している（資料 22）。 

これらのことは、怪我をした選手の復帰に向けたアスレチックリハビリテーションにお

いて中心的な役割を担ってきた理学療法士が、健康的なスポーツ活動や競技力の向上にも

貢献することが期待されていることを示すものである。したがって、このような役割を担う

理学療法士の育成は重要であると考えられる。さらに、熊本県の健康寿命の延伸等を含めた

「UX プロジェクト」に取り組む商工労働部産業振興局や、「人生 100 年くまもとコンソー

シアム」を発表している健康福祉部健康局からは、本専攻のスポーツリハビリテーションコ

ース設置について、「健康寿命の延伸」という本県のプロジェクトに合致した人材育成の取

り組みであり期待している旨（資料 23）、本学が志向するスポーツリハビリテーション領域

の人材需要が高まっている。 

 

（社会的・地域的な人材需要に対する本学の取り組みとアンケート結果と人材需要予測） 

前述のような社会的、地域的な人材需要の動向を踏まえ、本学ではスポーツリハビリテー

ションコースの設置を前に、様々な取り組みに着手している。 

熊本県水上村では、標高 1000m の高地にある日本有数のクロスカントリー施設であるス

カイビレッジで合宿中の高校生アスリートに対し、メディカルフィットネスチェックを行

い、障害予防およびトレーニング効果を最大化するための支援を行っている（資料 20）。 

また、車いすマラソンの駆動技術に着目した実践研究を行い、パラリンピック車いすマラ

ソン選手のサポートを行っている。その結果、令和 3 年に開催された東京パラリンピック

において、サポート選手が男子車いす 100m で銀メダルを、女子車いすマラソンで 4 位入

賞を果たすなど一定の成果を上げつつある（資料 20）。 

また、熊本県の肥後銀行女子駅伝部に対するメディカルサポートを行い、4 年連続で全日

本実業団女子駅伝競走大会の出場権を獲得した。 

さらに、熊本県スポーツ協会と包括協定を結び、熊本県出身の育成指定選手に対する「く

まもとワールドアスリート」事業において、フィットネスチェックを開始する予定である。 

これらのことから、理学療法学専攻内に新たに設置され、理学療法士のための実践的能力
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に関する学びの場を提供するスポーツリハビリテーションコースの果たす役割は大きいと

言えよう。 

また、本学リハビリテーション学科において九州圏の過去 2 年の就職説明会参加、また

は実習施設を対象にスポーツリハビリテーションコースについてアンケート調査を実施し

たところ、89 件の回答のうち、新コース（20 名）修了生の採用に約 45％の施設が興味あり

と回答した（資料 24）。従って、収容定員増員後も現在の卒業生数に上積みして、十分に就

職先を確保可能と考えられる。 

また、医療系以外の企業、行政組織、熊本に拠点をおくプロスポーツ団体、障がい者スポ

ーツ団体，メディカルフィットネスジム等にアンケート調査を実施したところ、16 施設か

ら回答を得ることができ、10 の施設が新コース修了生の採用に興味があると回答した（資

料 25）。この結果から、新コースの設置によって、従来の理学療法士の就職先として想定さ

れていなかった組織・団体からも求人の可能性があり、理学療法士の新しい職域開拓につな

がるものと考えられる。実際には、新コース修了者の大部分は、当面はスポーツ障害を対象

の一つとする整形外科を有する医療機関が就職先となることが想定されるが、2030 年を超

える頃までには、メディカルフィットネス施設（令和 3 年 7 月現在で厚生労働省認定 335施

設）やスポーツジム、総合型地域スポーツクラブ（熊本県内で 69 団体）の指導者などへの

人材輩出を行うよう、職域拡大に取り組んでいきたい。 

以上のように、「スポーツリハビリテーションコース」の設置は、健康寿命を延伸させる

という我が国の大命題に貢献する人材の育成にも繋がるもので、健全な高齢化社会の構築

を見据えたものでもある。 

本学としても「保健科学」という領域を強化することで、熊本県のプロジェクトと連携し、

健康寿命延伸のための新たな取り組みを展開して、卒業生の職域拡大にチャレンジしてい

きたい。 
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九州沖縄の 18 歳人口予測（2020～2032 年） 

 

 



資料3

本学理学療法学専攻 都道府県別 入学志願者（過去5年）

県名 2017 2018 2019 2020 2021 合計 比率

福岡 9 7 9 13 8 46 4%

佐賀 1 4 7 1 2 15 1%

長崎 6 9 11 8 13 47 4%

熊本 134 95 108 134 130 601 57%

大分 10 9 12 15 5 51 5%

宮崎 30 34 11 35 15 125 12%

鹿児島 24 24 31 20 25 124 12%

沖縄 5 3 0 4 2 14 1%

その他 6 2 9 4 2 23 2%

合計 225 187 198 234 202 1046 100%

※県名は志願者の高校所在地をカウント

4%

1%

4%

57%5%

12%

12%

1% 2%

都道府県別 志願者比率

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 その他

学生確保資料-3
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◆スポーツリハビリテーションコースとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇定員について 

健康・スポーツをキーワードに地域貢献できる人材やデータ分析等の研究力を有した人材の育成を

目指しているコースで、通常の理学療法士養成課程にプラスαで付加価値を付けるカリキュラムとす

る。定員は実習配置が可能な人数として 20名を予定している。 

 

〇コース選択時期について 

コース選択のタイミングは 2 年次からであり、定員を超えるエントリーの場合は 1 年次の成績等を

基に選抜する。 

 

〇新コースの科目設定について 

新規の科目として 5 科目追加し、そのうち 2 科目で実業団やプロスポーツチームとのアカデミック

連携を視野に学外での演習・活動を予定している。他にスポーツデータサイエンスや、スポーツ心理

学、スポーツトレーニング論の講義も予定している。5科目とした理由は、もともと理学療法士養成カ

リキュラムがタイトで、時間割上あまり空き時間がない現状を踏まえて、詰め込みすぎないように意識

したことと、キャップ制度にも抵触しないようにするためである。 

また、この 5 科目を自由科目にした理由は、必修科目とした場合、コース選択者が単位取得状況を

理由に留年や卒業延期とならないようにとの配慮からである。選択科目を避けた理由は、選択科目群の

中で必要単位を取得するにあたって、高い人気が見込まれる新規のスポーツ系科目だけに集中してし

まう可能性があり、既存の重要な選択科目の履修者が少なくなることを避けるためである。 

 

〇アスレチックトレーナーの資格取得について 

本コース選択者には理学療法士受験資格に加え、日本アスレチックトレーナーズ協会が認定してい

るアスレチックトレーナー資格が卒業時（理学療法士ライセンス取得後）に付与される（認定校申請

中）。協会が指定した科目を既存科目と読み替えてもらうため、新規 5 科目中の 3 科目を含めた計 15

科目の読み替えを申請中である。 
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68%
24%

4%

4%

0%

選択率

とても思う

少し思う

分からない

あまり思わない

まったく思わない

61%
29%

5%

4% 1%

選択率

とても思う

少し思う

分からない

あまり思わない

まったく思わない

【PT全学年へのアンケート結果は以下のとおり（180名中 139名回答）】 

 

（将来、希望する活躍の場） 

問 1.卒業後、医療分野に就くことが多いと思いますが、スポーツ分野にも活躍の場を拡

げることができれば良いと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 （スポーツ資格のニーズ） 

問 2. 本学で、理学療法士国家試験受験資格だけでなく、スポーツ関連の資格（アスレチ

ックトレーナーやスポーツトレーナー等）も取得できれば、取得したいと思います

か? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 選択者数 

とても思う 94 

少し思う 34 

分からない 6 

あまり思わない 5 

まったく思わない 0 

合計 139 

選択肢 選択者数 

とても思う 84 

少し思う 40 

分からない 7 

あまり思わない 6 

まったく思わない 2 

合計 139 
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56%34%

6%

4%

0%

選択率

とても思う

少し思う

分からない

あまり思わない

まったく思わない

61%
30%

4%

4%
1%

選択率

とてもある

少しある

分からない

あまりない

まったくない

（コース分けの感触） 

問 3. 前問でスポーツ関連資格を取得したいと「思う」と回答した方にお尋ねします。 

仮に「基本コース」と「スポーツコース」に分かれていて、スポーツコース選 

択者だけが理学療法士とスポーツ関連資格のダブル取得ができるシステムだ 

った場合、スポーツコースを選択してまでダブル取得を目指したいと思います 

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（ATの感触） 

問 4. アスレチックトレーナー*の資格に興味がありますか？ 

*アスレチックトレーナーとは・・・スポーツ現場で選手が受傷したときの応急処置や

傷害の評価、復帰までの手順を考えたり、傷害の予防のために働く、スタッフの一員

である。現在ではスポーツ現場に限らず、高齢者の健康づくりなど、職域が広がって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 選択者数 

とても思う 72 

少し思う 44 

分からない 8 

あまり思わない 5 

まったく思わない 0 

合計 129 

選択肢 選択者数 

とてもある 85 

少しある 41 

分からない 5 

あまりない 6 

まったくない 2 

合計 139 
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高校生向けアンケート 
628 名／4451 名 回答 

1)あなたの学年を教えてください。 

 

 

 

2）本学の既存の5分野の中で、現在、興味を持っている分野を全て選択してください。 

 

15%

42%

42%

1%

高校1年生

高校2年生

高校3年生

既卒

68

89

244

256

172

0 50 100 150 200 250 300

言語聴覚士

作業療法士

理学療法士

看護師

臨床検査技師
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13

49

136

59

59

222

0 50 100 150 200 250

その他

生活習慣病（糖尿病・肥満）

小児（子ども）

呼吸・循環（心肺機能）

脳血管障害（半身不随）

スポーツ・整形外科

3)将来、医療分野に就職することに興味をお持ちだと思いますが、医療人としてスポー

ツ分野にも活躍の場を拡げることに興味がありますか？ 

 

 

4)【理学療法士に興味がある方へ質問です】あなたの興味のある理学療法士の学問の分野

を全て選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

34%

13%

7%

2%

とても思う

少し思う

分からない

あまり思わない

思わない
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47%

30%

16%

5% 2%

とても思う

少し思う

分からない

あまり思わない

思わない

28%

29%

23%

11%

9%
とても思う

少し思う

分からない

あまり思わない

思わない

5）【理学療法士に興味がある方へ質問です】本学の理学療法士を養成する専攻におい

て、通常の理学療法士養成の「基本コース」とは別に、理学療法士養成の学習に加えて、

スポーツ分野でも活躍できる学習内容を盛り込んだ「スポーツリハビリテーションコー

ス（理学療法士及びアスレチックトレーナーの両方の資格取得が可能）」が新設された

場合は、選択したいと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）【理学療法士以外に興味がある方へ質問です】本学の理学療法士を養成する専攻に

おいて、「スポーツリハビリテーションコース（理学療法士及びアスレチックトレーナ

ーの両方の資格取得が可能）」が新設された場合は、理学療法学専攻を進学先の選択肢

の 1 つとして加えたいと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



① 熊本県教育委員会のご意見【資料 7】 

本文 1ページ引用 

 

② 熊本県教育委員会 

 

③ ― 

 

④ 本学が収容定員を変更（増員）し、スポーツリハビリテーションコースを設 

置することに対して期待するという旨の文書。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 187 4.7 198 5.0 234 5.9

60 157 2.6 178 3.0 171 2.9

60 239 4.0 239 4.0 250 4.2

40 0.0 181 4.5 260 6.5

80 181 2.3 165 2.1 164 2.1

80 202 2.5 161 2.0 168 2.1

40 58 1.5 52 1.3 59 1.5

2018 2019 2020

1024 1174 1306

1024

1174

1306

800

900

1000

1100

1200

1300

1400



資料9

本学の理学療法学専攻（入学定員40名）志願等データ

2017年度入試 2018年度入試 2019年度入試 2020年度入試 2021年度入試

志願者数 225 187 198 234 202

志願倍率 5.6 4.7 5.0 5.9 5.1

合格者数 72 84 79 70 70

入学者数 44 47 48 45 44

定員超過率 1.1 1.175 1.2 1.125 1.1

学生確保資料-12



300,000 1,400,000 5,900,000

263,000 1,377,250 5,772,000

200,000 1,379,575 5,718,300

300,000 1,337,500 5,650,000

200,000 1,350,000 5,600,000

200,000 1,300,000 5,400,000

230,000 1,220,000 5,110,000
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■アンケート回収率

種　別 参加者 回答者 回収率

生　徒 1305

保護者 469 〔前年度〕

計 1774 1315 74.1% 80.1%

■Q1．本日のOCの感想を教えてください

1.満足 2.ほぼ満足 3.普通 4.やや不満 5.不満 未回答
945 214 25 0 0 132

79% 18% 2% 0% 0% -

■Q2．本学の特徴の中で、もっとも気に入ったものを教えてください（複数回答可）

項　目 人数 選択率

就職率１００％の実績 838 64%

国家試験合格率の高さ 768 58%

最新鋭の施設設備が整っていること 463 35%

学費の安さ 359 27%

350 27%

駅から近く便利が良い 341 26%

緑に囲まれた清潔感のあるキャンパス 336 26%

専門領域を横断した演習などでチーム医療が学べる 210 16%

補講や模擬試験などの資格取得支援の充実 204 16%

学生の希望を優先した学外実習先の選定 115 9%

文化系・体育系を合わせ30以上ある部活動 72 5%

ピアサポーター制度があること 72 5%

その他 26 2%

■Q3．入学志望度を教えてください。〔参加前〕

人数 構成比

383 30%

300 24%

169 13%

420 33%

1272 100%

（無回答：43）

■Q3-1．入学志望度を教えてください。〔参加後〕

人数 構成比

425 33%

358 28%

146 11%

350 27%

1279 100%

（無回答：36）

項　目

少人数の学生と教員で構成されるスモールグループにより学習と生活、試験対策のサポートが充実

項　目

第一志望で考えている

2017年度　オープンキャンパス（7/23・8/20）　アンケート結果

1315 74.1%

第二志望以下

まだ決めていない

計

第一志望にするか迷っている

第二志望以下

まだ決めていない

計

第一志望で考えている

第一志望にするか迷っている

30%

24%13%

33%

第一志望で考えてい

る

第一志望にするか

迷っている

第二志望以下

まだ決めていない

33%

28%

12%

27%

第一志望で考えてい

る

第一志望にするか

迷っている

第二志望以下

まだ決めていない

学生確保資料-14
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■アンケート回収率

種　別 参加者 回答者 回収率

生　徒 1227

保護者 482 〔前年度〕

計 1709 1156 67.6% 74.1%

■Q1．本日のOCの感想を教えてください

項目 満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 未回答
人数 862 172 28 0 0 94

構成比 81% 16% 3% 0% 0% -

■Q2．本学の特徴の中で、もっとも気に入ったものを教えてください（あてはまるものすべて○印をつけてください）

項　目 人数 選択率 〔前年度〕

国家試験合格率の高さ 745 64% 58%

就職率１００％の実績 735 64% 64%

最新鋭の施設設備が整っていること 447 39% 35%

駅から近く便利が良い 404 35% 26%

緑に囲まれた清潔感のあるキャンパス 334 29% 26%

学費の安さ 289 25% 27%

258 22% 27%

補講や模擬試験などの資格取得支援の充実 187 16% 16%

専門領域を横断した演習などでチーム医療が学べる 174 15% 16%

学生の希望を優先した学外実習先の選定 101 9% 9%

文化系・体育系を合わせ30以上ある部活動 81 7% 5%

ピアサポーター制度があること 55 5% 5%

その他 18 2% 2%

■Q3．入学志望度を教えてください。〔参加前〕

人数 構成比

341 30%

262 23%

153 14%

375 33%

1131 100%

（無回答：25）

■Q3-1．入学志望度を教えてください。〔参加後〕

人数 構成比

373 33%

306 28%

102 9%

338 30%

1119 100%

（無回答：37）

第一志望にするか迷っている

第二志望以下

まだ決めていない

計

第一志望にするか迷っている

第二志望以下

まだ決めていない

計

項　目

第一志望で考えている

2018年度　オープンキャンパス（7/22・8/19）　アンケート結果

1156 67.6%

少人数の学生と教員で構成されるスモールグループにより学習と生活、試験対策のサポートが充実

項　目

第一志望で考えている 30%

23%14%

33%

第一志望で考えている

第一志望にするか迷っ

ている

第二志望以下

まだ決めていない

33%

28%

9%

30%

第一志望で考えている

第一志望にするか迷っ

ている

第二志望以下

まだ決めていない
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■アンケート回収率

種　別 参加者 回答者 回収率

生　徒 1291

保護者 556 〔前年度〕

計 1847 1000 54.1% 67.6%

■Ｑ1．進学先を検討する際、どんなことをやっていますか？（複数回答可）

人数 選択率

825 83%

724 72%

514 51%

493 49%

140 14%

136 14%

130 13%

109 11%

■Q2．進学先を選択するうえで、重要視していることを５段階評価してください。

1 2 3 4 5

740 189 47 3 2

716 207 49 4 3

617 252 86 18 7

505 353 107 6 2

473 337 148 13 3

417 352 176 19 9

313 398 230 14 13

（単位：名）

2019年度　オープンキャンパス（7/21・8/18）　アンケート結果

1000 54.1%

国家試験合格率

項　目

オープンキャンパスに参加

保護者と相談

インターネットの活用

進学情報誌の活用

項　目

先生（担任，進路指導）に相談

先輩との情報交換

進学ガイダンスに参加

進路指導室で資料調べ

交通の便

偏差値

重視する 重視しない

就職状況

学費

施設・設備

授業内容

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就職状況

国家試験合格率

学費

授業内容

施設・設備

交通の便

偏差値

系列1 系列2 系列3 系列4 系列5

学生確保資料-16
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■Q3．本学のＯＣに参加したきっかけは？（複数回答可）

人数 選択率

541 54%

498 50%

131 13%

117 12%

66 7%

42 4%

32 3%

18 2%

■Q4．模擬実習に参加していかがでしたか？

項　目 人数 構成比

満　　足 813 83%

ほぼ満足 144 15%

普　　通 21 2%

やや不満 1 0%

不　　満 0 0%

計 979 100%

（無回答：21）

■Q5．ＯＣに参加していかがでしたか？

項　目 人数 構成比

満　　足 848 87%

ほぼ満足 123 13%

普　　通 4 0%

やや不満 0 0%

不　　満 0 0%

計 975 100%

（無回答：25）

■Q6．もし本学を受験する場合は、どの入試区分で受験しようとお考えですか？（複数回答可）

人数 選択率

516 62%

506 61%

140 17%

※生徒のみ

進学情報誌を見て

一般入試

推薦入試

その他

請求した資料に入っていたリーフレットを見て

センター利用入試

先生に聞いて

進学ガイダンスに行って

本学のLINE配信を見て

入試区分

項　目

ホームページを見て

家族・友人に聞いて

87%

13%

0%
0%

0%

満 足

ほぼ満足

普 通

やや不満

不 満

83%

15%

2%
0%

0%

満 足

ほぼ満足

普 通

やや不満

不 満

学生確保資料-17
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① ② ③ ④ ①～② 計 ①～④ 計

7月期ＯＣ 8月期ＯＣ
推薦入試対策講座

（8～9月）
一般入試対策講座

（11～12月） 狭義のＯＣ 広義のＯＣ

2017 777 997 311 363 1,774 2,448

2018 656 1,053 295 294 1,709 2,298

2019 778 1,069 273 269 1,847 2,389

年度

777
656

778

997
1,053

1,069

311
295

273

363
294

269

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2017 2018 2019

（人）

オープンキャンパス（ＯＣ）＆入試対策講座 参加者数推移

7月期ＯＣ 8月期ＯＣ 推薦入試対策講座（8～9月） 一般入試対策講座（11～12月）
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進学ガイダンス／出前授業 過去 3年間（2017年～2019年度）の参加状況 

 

 

 

 

※進学ガイダンスは会場ごとの訪問者数を参考に取捨選択し、参加会場の絞りこみを行っ

た。 

年度 進学ガイダンス参加数 出前授業参加数 

2017年度 99 32 

2018年度 82 28 

2019年度 76 31 



10

22

10.4

22
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34

33.6
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100

32
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22
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22

100

34

61.5

35.9
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9.6

22 26
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3.39
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452

24

657

37

0.9
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10

34

17.3

24

80

34

20 17.4

22

22

34

1,000

218

291

22

200

260

34
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① 健康福祉行政の概要（令和元年度）熊本県 ※抜粋【資料 16】 

本文 4ページ引用 

 

② 熊本県庁 

 

③ 20ページ目 

  https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/46022.pdf 

 

④ 23項目の『第 4次くまもとヘルスプラン』のうち、19～23項目（20ページ）

について黄色マーカーを付け、熊本県における健康増進プランの具体例を

挙げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/46022.pdf
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① 公益財団法人熊本県スポーツ協会令和 2年度事業計画【資料 19】 

  本文 6ページ引用 

 

② 公益財団法人熊本県スポーツ協会 

 

③ 令和 2年度事業計画 9ページ目・11ページ目 

  http://kumamoto-sports.or.jp/soshiki/jigyou_pdf/r2plan.pdf 

 

④ 9ページ目の（7）くまもとワールドアスリート事業の個所、11ページ目の 

4（1）スポーツトレーナー等の大会派遣事業の個所に黄色マーカーを付け、 

スポーツトレーナー事業などの取り組みを行なっていることについての根拠 

資料として用いた。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kumamoto-sports.or.jp/soshiki/jigyou_pdf/r2plan.pdf








① 熊本県の商工労働部産業振興局と健康福祉部健康局のご意見【資料 22】 

  本文 6ページ   

 

② 熊本県商工労働部産業振興局産業支援課 

  熊本県健康福祉部健康局 

 

③ ― 

 

④ 本学が収容定員を変更（増員）し、スポーツリハビリテーションコースを設 

置することに対して期待するという旨の文書。 
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スポーツリハビリテーションに関する研究および実践 

 

① 水上村 Jr. アスリート合宿支援 

熊本県水上村は、標高 1000m の高地にある日本有数のクロスカントリー施設であるス

カイビレッジを保有する。そのスカイヴィレッジで合宿中の高校生アスリートに対し、

メディカルフィットネスチェックを行い、障害予防およびトレーニング効果を最大化す

るための支援を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

②  パラリンピック車いす競技のサポートに関する取り組み 

本田技術研究所・八千代工業・熊本機能病院・本学の 4 者による「車いす競技の駆動技

術」に着目した実践研究である。アスリートが車いすを駆動する際に、ホイールに加えた

「力」を計測できるセンサーを共同開発し、3 次元自動動作分析装置と同期することで、競

技力向上に役立てることを目的とし、国内外トップ選手の支援を行なった。その中で、2021

年 8 月に開催された東京パラリンピックにおいて、サポート選手が男子車いす 100m で銀

メダルを、女子車いすマラソンで 4 位入賞を達成した。 
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車いす駆動時における筋活動シミュレーション（筋骨格モデル） 

 

 

③  女子長距離選手のサポートに関する取り組み 

実業団女子長距離選手のトータルサポートに関する実践研究である。熊本県肥後銀行女子

駅伝部や大分県のキヤノンアスリートクラブ九州の女性アスリートを対象とし、フィット

ネスチェック・動作分析・心理分析を中心とした支援を行うことで、障害予防および競技力

向上を目的としている。その中で、肥後銀行女子駅伝部は、2017 年から 4 年連続で全日本

実業団対抗女子駅伝部競争大会の出場権を獲得するなど、一定の成果を上げている。 

 

 

最大酸素摂取量の推定と最大下肢筋力測定 

 

 

 

ContactRecovery
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施設向けアンケート 

89/256 件の回答 

 

 

1）貴施設の所在地について教えてください。 

 

 

 

2）貴施設の種類について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%

12%

2%

5%

3%

1%

5%

27%

①熊本県

②福岡県

③佐賀県

④長崎県

⑤大分県

⑥宮崎県

⑦鹿児島県

⑨九州・沖縄以外

86%

2%

1%

3%

8%
①医療施設

②医療福祉中間施設（老人保健施設

等）

③老人福祉施設（特別養護老人ホーム

等）

⑥その他の福祉施設（児童、精神障害

者、知的障害者）

⑨その他
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3）過去５年間について、貴施設における理学療法士の求人数について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

4）現在、貴施設において理学療法士が不足していると思われますか？ 

 

 

 

64%
11%

24%

1%

①毎年複数名求人している

②毎年１名求人している

③数年に１名程度求人している

④この数年間に採用はない

8%

33%

59%

①かなり不足していると思う

②少し不足していると思う

③ほぼ理学療法士は充足してい

るが欠員が出た場合のみ求人す

る
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5）現在、貴施設において不足していると思われる理学療法士数について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）スポーツリハビリテーションコースを修了し、アスレティックトレーナー資格を持

つ理学療法士が誕生すれば、貴施設にて採用することに興味がおありでしょうか？ 

 

 

14%

31%

30%

14%

11%

①とても興味がある

②少し興味がある

③わからない

④あまり興味はない

⑤興味はない

58%
28%

8%
6%

①1～2名

②3～5名

③6~10名

④10名以上

(空白)
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一般企業／行政・協会／スポーツ企業／医療法第42条病院へのアンケート調査先と集計結果

（18施設依頼中、16施設回答）

アンケート回答

（FAX)

一般企業 〇

〇

〇

〇

行政・協会

〇

〇

スポーツ企業 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

問）スポーツリハビリテーションコースを修了し、アスレチックトレーナー資格を持つ理学療法士

が誕生すれば、貴施設にて（常勤・非常勤を問わず）採用することに興味がおありでしょうか。

選択肢 回答数

とても興味がある 4

少し興味がある 6

わからない 4

あまり興味はない 1

興味はない 1

KPB Project 株式会社（火の国サラマンダーズ）

株式会社　アスリートクラブ熊本（ロアッソ熊本）

くまもと再春館製薬所（バドミントン）

認定特定非営利活動法人　スペシャルオリンピックス日本・熊本 

医療法第42条病院

株式会社　テレビ熊本

名称

株式会社　ワイズ・リーディング

MIC Body work Shop（スポーツジム）

テラバル自動車学校

水上村教育委員会　教育課

公益財団法人　熊本県スポーツ協会

熊本県合志市役所　

熊本バスケットボール株式会社（ボルターズ）

熊本機能病院 熊本健康・体力づくりセンター

済生会熊本病院　予防医療センター　メディカルフィットネスセンター

メディカルフィットネス　サンフィット朝日野

メディフィット回生会

株式会社　鶴屋百貨店　バスケットボール部

肥後銀行(実業団）　

4

6

4

1 1

とても興味がある 少し興味がある わからない

あまり興味はない 興味はない
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フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

― 学長
ﾀｹﾔ　ﾓﾄﾋﾛ
竹屋　元裕

＜平成31年4月＞
医学博士

熊本保健科学大学　学長
（平成31年4月～令和5年3月）

（注）　高等専門学校にあっては校長について記入すること。

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

別記様式第３号（その１）

教 員 名 簿

年齢
調書
番号

役職名
現　職

（就任年月）

学 長 の 氏 名 等

保有
学位等

月額基本給
（千円）

教員名簿-1



審査意見（9 月）（本文）－1 

 

審査意見への対応を記載した書類（9月） 

 

 
（目次）保健科学部リハビリテーション学科 

 

1. 本学の保健科学部リハビリテーション学科における収容定員の増加計画は、同学科

の理学療法専攻にスポーツリハビリテーションコース（定員 20名）を新設すること

によるものと見受けられるが、その学生確保の見通しの根拠として挙げている過去

５年間の志願者数等の状況は、従前の専攻に関するものであり、従前とは異なる

「健康・スポーツをキーワード」として新設する当該コースへの進学を希望する者

を適切に示すものとは判断できない。また、「理学療法士を目指す学生のほとんどが

スポーツの好きな体育会系」であるとのアンケート結果を踏まえて、新設するスポ

ーツリハビリテーションコースを含む本専攻に対する志願者数増が期待できると説

明しているが、当該アンケートは従前の専攻の学生を対象としたものであり、本専

攻に新たに設置予定のコースに対する将来の入学意向を示すものとして適当でな

く、また、「スポーツの好きな体育会系」であることと新たなコースに入学するかは

別であり、本専攻における学生確保の客観的な根拠として妥当なものとは判断でき

ない。このため、新設されるスポーツリハビリテーションコースに対する入学意向

を含めた客観的な根拠に基づき、長期的かつ安定的な学生確保の見通しがあること

を改めて明確に説明すること。（是正事項） 

 

2. 本申請が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものである根拠として、厚

生労働省の「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日本 21）」や熊

本県の「第４次くまもと 21ヘルスプラン（熊本県健康増進計画）」を挙げた上で、

「地域スポーツの発展を担う理学療法士」の需要がますます高まることを説明して

いる。しかし、その需要に対応するものは、新設するスポーツリハビリテーション

コースにおいて養成される人材であると見受けられ、本専攻全体で養成される人材

に対する社会的需要は不明確である。また、前述の「地域スポーツの発展を担う理

学療法士」の需要について、客観的な数値に基づく説明がなく、その妥当性が明ら

かでないことに加えて、スポーツリハビリテーションコースにおいて輩出される毎

年 20名もの修了者に対する社会的需要があるかは判然としない。このため、例え

ば、スポーツリハビリテーションコース及び既存の教育課程を修了した学生の人材

需要に関する企業等へのアンケート調査など客観的な根拠に基づき、定員増加後の

本学科に対する社会的、地域的な人材需要があることを明確に説明すること。（是正

事項） 
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（是正事項）保健科学部リハビリテーション学科 

 

1. 本学の保健科学部リハビリテーション学科における収容定員の増加計画は、同

学科の理学療法専攻にスポーツリハビリテーションコース（定員 20名）を新設す

ることによるものと見受けられるが、その学生確保の見通しの根拠として挙げて

いる過去５年間の志願者数等の状況は、従前の専攻に関するものであり、従前と

は異なる「健康・スポーツをキーワード」として新設する当該コースへの進学を

希望する者を適切に示すものとは判断できない。また、「理学療法士を目指す学生

のほとんどがスポーツの好きな体育会系」であるとのアンケート結果を踏まえ

て、新設するスポーツリハビリテーションコースを含む本専攻に対する志願者数

増が期待できると説明しているが、当該アンケートは従前の専攻の学生を対象と

したものであり、本専攻に新たに設置予定のコースに対する将来の入学意向を示

すものとして適当でなく、また、「スポーツの好きな体育会系」であることと新た

なコースに入学するかは別であり、本専攻における学生確保の客観的な根拠とし

て妥当なものとは判断できない。このため、新設されるスポーツリハビリテーシ

ョンコースに対する入学意向を含めた客観的な根拠に基づき、長期的かつ安定的

な学生確保の見通しがあることを改めて明確に説明すること。 

 

 

（対応）  

 【収容定員増員の計画について】 

  本学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻の収容定員の増加計画

は、スポーツリハビリテーションコース（定員 20名）を新たに設置し、スポーツリ

ハビリテーション分野の学問分野を学びたいという高校生のニーズや理学療法士の

職域拡大を目指したものである。審査意見１から見て、スポーツリハビリテーショ

ンコースを設置することが不明瞭であったことから、「基本計画書」の「新設学部等

の目的」と「学則の変更の趣旨等を記載した書類」の「ウ.学則変更（収容定員変

更）に伴う教育課程等の変更内容」を変更し、スポーツリハビリテーションコース

を明示した。 

 

【スポーツリハビリテーションコースに対する学生確保の見通し】 

  スポーツリハビリテーションコースに対する学生確保の見通しについては、本学

への資料請求者やオープンキャンパス参加者等の高校生を対象にアンケートを実施

した。アンケート結果から、理学療法士に興味がある高校生の内で、スポーツリハ

ビリテーションコースが新設された場合に、このコースを選択したいとの回答者が

77％あること、さらに理学療法士以外に興味がある高校生についてもスポーツリハ

ビリテーションコースが新設された場合には、本学理学療法学専攻を志願先の選択

肢の 1つに加えたいとの回答が 57％あることから見て、20名の定員は十分に確保で

きると考えている。具体的な学生確保の見通しについては、「学生の確保の見通し等

を記載した書類」とその資料に記載している。 

 

【長期的かつ安定的な学生確保の見通し】 

  前述したアンケート結果において、理学療法士に興味を持つ高校生がスポーツリ

ハビリテーションコースに興味をもっていることが確認できた。また、熊本県教育

委員会からスポーツリハビリテーションコースの設置が高校生の進路の選択肢の拡

大につながるものと期待しているとのご意見も頂いている。 
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これらのことから、スポーツリハビリテーションコースの広報を強化すること

で、九州圏内のスポーツに関心を持つ多くの高校生の興味を引くことができ、志願

者増につながることが期待できる。詳細は「学生の確保の見通し等を記載した書

類」とその資料に記載している。 

 

（新旧対照表）基本計画書（新設学部等の目的） 

 

新 旧 

急激な変化を示す社会構造の中で、理

学療法士が果たすべき職域は広がり、健

康・スポーツをキーワードに地域貢献で

きる人材やデータ分析等の研究力を有

した人材の育成が急務であるため、スポ

ーツリハビリテーションコースを設置

し、入学定員を 20名増員する。 

急激な変化を示す社会構造の中で、理学

療法士が果たすべき職域は広がり、健康・

スポーツをキーワードに地域貢献できる

人材やデータ分析等の研究力を有した人

材の育成が急務であるため、入学定員を

20 名増員する。 

 

 

（新旧対照表）学則の変更の趣旨等を記載した書類（4ページ） 

 

新 旧 

ウ．学則変更（収容定員変更）に伴う教

育課程等の変更内容 

（ア）教育課程の変更内容 

理学療法学専攻の収容定員増に伴う，

他学科・専攻における教育課程の変更は

行わないため，特段の影響はない。 

保健科学部における教育課程には，「教

養科目」，「保健科学基幹科目」，「専門基

礎科目」そして「専門科目」がある。 

今回の学則変更（収容定員変更）に伴

い，「スポーツデータサイエンス論」，「ス

ポーツトレーニング論」，「健康スポーツ

心理学」，「アスリートサポート演習」，

「スポーツコンディショニング演習」

を，理学療法学専攻の「専門科目」に新

たに配当する。これらの新規科目は主に

新設予定のスポーツリハビリテーション

コース（2年次から選択制/20名定員）選

択者が受講する。スポーツデータサイエ

ンスや実業団とのアカデミック連携を視

野に学外での演習・活動を予定してい

る。 

ウ．学則変更（収容定員変更）に伴う教

育課程等の変更内容 

（ア）教育課程の変更内容 

理学療法学専攻の収容定員増に伴う，

他学科・専攻における教育課程の変更は

行わないため，特段の影響はない。 

保健科学部における教育課程には，「教

養科目」，「保健科学基幹科目」，「専門基

礎科目」そして「専門科目」がある。 

今回の学則変更（収容定員変更）に伴い，

「スポーツデータサイエンス論」，「スポー

ツトレーニング論」，「健康スポーツ心理

学」，「アスリートサポート演習」，「スポー

ツコンディショニング演習」を，理学療法

学専攻の「専門科目」に新たに配当する。 
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（新旧対照表）学生の確保の見通し等を記載した書類 

 

新 旧 

急激な変化を示す社会構造の中で、理

学療法士が果たすべき職域は広がり、健

康・スポーツをキーワードに地域貢献で

きる人材やデータ分析等の研究力を有

した人材の育成が急務であるため、スポ

ーツリハビリテーションコースを設置

し、入学定員を 20名増員する。 

急激な変化を示す社会構造の中で、理学

療法士が果たすべき職域は広がり、健康・

スポーツをキーワードに地域貢献できる

人材やデータ分析等の研究力を有した人

材の育成が急務であるため、入学定員を

20 名増員する。 

  

なお、学則の変更の趣旨等を記載した書

類 ウ.学則変更（収容定員変更）に伴う教

育課程等の変更内容で記載している新設

予定のスポーツリハビリテーションコー

ス（資料 4）について、学内の理学療法学

専攻学生の全学年対象に取ったアンケー

ト結果では、理学療法士を目指す学生のほ

とんどがスポーツリハビリテーションに

関心を示している（資料 5）。また、本学の

今年度の資料請求者やオープンキャンパ

ス参加の高校生に実施したアンケート（資

料 6）では、理学療法士に興味を持つ高校

生の約 77％がスポーツリハビリテーショ

ンコースの選択を希望しており、新コース

の内容をしっかり広報することで九州圏

内の多くのスポーツに関心を持つ高校生

の興味を引き、志願者増につながることが

期待できる。 

また、熊本県教育委員会からは、本学と

連携することで高校生の資質や能力の向

上に努めたいことや、本県高校生の進路の

選択肢の拡大につながる取り組みとして

期待している旨の意見を頂いている。（資

料 7） 

なお、学内の理学療法学専攻学生の全学

年対象に取ったアンケート結果が示して

いるように、理学療法士を目指す学生のほ

とんどがスポーツの好きな体育会系であ

る（資料 4）。新設予定のスポーツリハビリ

テーションコース（選択制／定員 20 名予

定）では、スポーツデータサイエンスや実

業団とのアカデミック連携を視野に学外

での演習・活動を予定しており、これらを

しっかり広報することで九州内の多くの

スポーツ好きな高校生の興味を引き、志願

者増につながることが期待できる。 

 

なお、前述した本学の今年度の資料請求

者等に実施したアンケートでは、理学療法

士に興味を持っている高校生のみならず、

理学療法士に興味のなかった高校生にお

いても、約 58％が新コースのある本学理

学療法学専攻を選択肢の 1 つに加えたい

と回答している（資料 6）。このアンケート

結果からも、入学定員は将来にわたって十

分に充足できるものと考えている。 

（追加） 
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（是正事項）保健科学部リハビリテーション学科 

 

2. 本申請が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものである根拠とし

て、厚生労働省の「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日本

21）」や熊本県の「第４次くまもと 21ヘルスプラン（熊本県健康増進計画）」を挙

げた上で、「地域スポーツの発展を担う理学療法士」の需要がますます高まること

を説明している。しかし、その需要に対応するものは、新設するスポーツリハビ

リテーションコースにおいて養成される人材であると見受けられ、本専攻全体で

養成される人材に対する社会的需要は不明確である。また、前述の「地域スポー

ツの発展を担う理学療法士」の需要について、客観的な数値に基づく説明がな

く、その妥当性が明らかでないことに加えて、スポーツリハビリテーションコー

スにおいて輩出される毎年 20名もの修了者に対する社会的需要があるかは判然と

しない。このため、例えば、スポーツリハビリテーションコース及び既存の教育

課程を修了した学生の人材需要に関する企業等へのアンケート調査など客観的な

根拠に基づき、定員増加後の本学科に対する社会的、地域的な人材需要があるこ

とを明確に説明すること。 

 

 

（対応） 

【専攻全体で養成される人材に対する社会的需要について】 

本学保健科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻の入学定員は現在 40名であ

る。それに対する本学理学療法学専攻への最近 5年間の求人施設数は、入学定員の 15

倍を継続して超えており、就職率も開学以来 100％を維持している。昨年度は新型コ

ロナウイルスの感染拡大の影響で、関東からの求人数が減少し、例年より求人施設が

減少したものの、今年度は一昨年並みに求人施設も増加していることから、安定的な

求人施設の確保は、今年度以降しばらく継続できることが期待される。 

 

【定員増加後の本学科専攻に対する社会的、地域的な人材需要について】 

平成 31年の理学療法士・作業療法士の需給推計において、2040年頃における理

学療法士の供給数は需要数の約 1.5倍になる事が報告されており（第 3回 理学療法

士・作業療法士需給分科会資料）、理学療法士の職域をさらに拡大する必要があると

考える。本学への求人施設の内訳も医療領域以外の施設が全体の約 10 %を占め、職

域が多様化していることから、理学療法士の職域拡大は十分に可能と考えた。 

定員増加後の本学科専攻に対する社会的、地域的な人材需要について、審査意見

２を踏まえて、本学の就職説明会に過去 2年間参加実績のある就職先を対象にアン

ケート調査を実施したところ、スポーツリハビリテーションコース修了生の採用に

44％の施設が興味ありと回答している。従って、定員増後も従来の就職先への就職

者数の増加が可能と考えている。また、一般企業／行政・協会／スポーツ企業／医

療法第 42条病院へのアンケート結果からも、スポーツリハビリテーションコース修

了生の採用に 62.5％の施設が興味ありと回答している。さらに、熊本県や熊本県ス

ポーツ協会、スペシャルオリンピックス日本・熊本等から、本学のスポーツリハビ

リテーションコース設置に対し、スポーツを支える人材の育成と拡大、地域の活性

化につながるとのご意見を頂いている。以上のことから、スポーツリハビリテーシ

ョンコース設置は理学療法士の職域拡大につながると期待される。詳細は新旧対照

表のとおり「学生の確保の見通し等を記載した書類」とその資料に記載している。 
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（新旧対照表）学生の確保の見通し等を記載した書類 

 

新 旧 

② 上記①が社会的、地域的な人材需要の

動向等を踏まえたものであることの客観

的な根拠 

【理学療法学専攻全体で養成される人材】 

（社会的な人材需要の動向） 

平成 11 年に国家試験受験資格付与のた

めの学校養成施設の指定規則が見直され、

各大学が社会のニーズに適切に対応した

多様な医療技術者等の養成ができるよう

になった（第 2 回 理学療法士・作業療法

士需給分科会）。 

その間、国においては団塊世代が 75 歳

以上となる 2025 年に向けて、地域包括ケ

アシステムの構築を進めていく中、介護な

どの分野において理学療法士の需要が見

込まれている一方で、健康寿命の延伸に着

目した予防医学分野の人材育成が必要と

されている。 

事実、国民の健康増進を図るため、「二

十一世紀における第二次国民健康づくり

運動（健康日本 21）」が推進されている（資

料 15）。その中では、次世代（子供）及び

高齢者の健康に関する目標を含め、運動習

慣の定着や身体活動量の増加に関する目

標とともに、身体活動や運動に取り組みや

すい環境整備に取り組むこととしている

（資料 15）。 

（地域的な人材需要の動向） 

熊本県においても「健康日本 21」との整

合性を図った「第４次くまもと 21 ヘルス

プラン（熊本県健康増進計画）」を策定し、

「健康寿命の延伸」や「生活の質の向上」

を目標に健康づくり施策を推進している

（資料 16）。 

このような社会的、地域的な人材需要の

動向は、介護領域を含め、健康寿命の延伸

に着目した予防医学領域に関する実務能

力を身に付けた理学療法士の育成が重要

である事を示すものである。 

一方で、現在の本学理学療法学専攻（40

名）における求人件数は、年間約 600 施設

を超えている（資料 17）。昨年度はコロナ

禍の影響で、関東からの求人数は減少した

② 上記①が社会的、地域的な人材需要の

動向等を踏まえたものであることの客観

的な根拠 

現在、国においては団塊世代が 75 歳以

上となる 2025 年に向けて、地域包括ケア

システムの構築を進めていく中、介護など

の分野において理学療法士の需要が見込

まれている一方で、健康寿命の延伸に着目

した予防医学分野の重要性が高まってい

る。 

事実、国民の健康増進を図るため、「二

十一世紀における第二次国民健康づくり

運動（健康日本 21）」が推進されている（資

料 12）。その中では、次世代（子供）及び

高齢者の健康に関する目標を含め、運動習

慣の定着や身体活動量の増加に関する目

標とともに、身体活動や運動に取り組みや

すい環境整備に取り組むこととしている

（資料 12）。 

熊本県においても「健康日本 21」との整

合性を図った「第４次くまもと 21 ヘルス

プラン（熊本県健康増進計画）」を策定し、

「健康寿命の延伸」や「生活の質の向上」

を目標に健康づくり施策を推進している

（資料 13）。 

しかしながら、スポーツ庁が 2019 年に

実施した 18～79 歳の男女を対象としたＷ

ＥＢアンケートによると、有効回答者 20，

000 件のうち、過去１年間に「運動やスポ

ーツを行なった」とする者は 80.2%、「運

動やスポーツを行わなかった」とする者は

19.8% であったとの報告がある（資料

14）。特に「運動やスポーツを行った」と

する者の割合は男性が女性より高く、10

代、20 代及び 70 代でそれぞれ高くなって

いる（資料 14）。またこの 1 年間に、「運

動やスポーツを行った」理由について、「健

康のため」とする者は 77.9%で最も高く、

次いで「体力増進・維持のため」が 58.3%

であった。（資料 14）。 

このように高齢者においても割合が高

いことから、運動やスポーツによるケガや

その予防に対して、理学療法士の果たす役
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ものの、例年、卒業生を大幅に上回る求人

数があり、就職率は理学療法学専攻を平成

19 年に開設以来 100 % を継続している。

さらに、令和 2 年度における理学療法学専

攻卒業生の就職先は、全体の 90 ％が九州

圏であり、関東圏からの求人数が減少して

も、就職率にはほとんど影響を及ぼさなか

った（資料 17）。 

このように、卒業生に対して 15 倍を超

える求人数があることに加え、過去 5 年間

の求人施設の内訳は、医療領域以外の施設

が全体の約 10 %を占めており多様化して

いる（医療領域の平均求人数 575 件、その

他領域の平均求人数 57 件：資料 17）。ま

た、今年度現時点では一昨年度並みのペー

スで求人施設数が回復（増加）している。 

以上のような社会的、地域的な人材需要

の動向を踏まえ、理学療法学専攻全体で

は、これまでと同様に卒業生以上の求人数

がある医療領域へ人材を輩出する事に加

え、介護および予防医学領域など、多様な

実務能力を身に付けた理学療法士を輩出

することが可能である。従って、卒業生を

大幅に上回る求人数があること、医療以外

の領域へ人材を輩出する余地もあること

から、入学定員を 20 名増員することとし

た。 

【新設するスポーツリハビリテーション

コースで養成される人材】 

（社会的な人材需要の動向） 

平成 31 年の理学療法士・作業療法士の

需給推計（案）において、2040 年頃にお

ける理学療法士の供給数は需要数の約 1.5

倍になる事が報告された（第 3 回 理学療

法士・作業療法士需給分科会）。このこと

は、理学療法士の職域拡大が急務であるこ

とを示すものである。 

そこで、社会の動向を概観すると、平成

23 年に制定されたスポーツ基本法では、

「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を

営むことはすべての人々の権利」を実現す

るため、国、地方公共団体及びスポーツ団

体等の関係者が一体となってスポーツ立

国を実現する重要な指針が示されている。

その中で、子供の体力向上からトップアス

リートの競技力向上まで、健康維持や体力

増進のために運動を意図的にかつ適切に

日常生活へ組み込むことが重要になって

割がますます高まることが予想され、次世

代（子供）及び高齢者のスポーツ参加を支

援し、それに伴う障害などを予防する理学

療法士の育成は極めて重要であると考え

られる。 

また、平成 23 年に制定されたスポーツ

基本法では、「スポーツを通じて幸福で豊

かな生活を営むことはすべての人々の権

利」を実現するため、国、地方公共団体及

びスポーツ団体等の関係者が一体となっ

てスポーツ立国を実現する重要な指針が

示されている。その中で、子供の体力向上

からトップアスリートの競技力向上まで、

健康維持や体力増進のために運動を意図

的にかつ適切に日常生活へ組み込むこと

が重要になっており、そのための多様な支

援が必要とされている。 

熊本県ならびに熊本県スポーツ協会に

おいても、子どもたちの体力づくりやコミ

ュニケーション能力の向上などを目的と

したアクティブチャイルドプログラム、育

成指定選手に対してメディカルチェック

やトレーナー派遣等を実施するマルチサ

ポート事業（資料 16）、選手の応急処理や

健康管理等のコンディショニングを図る

スポーツトレーナー事業などの取り組み

を行なっており、本学もスポーツリハビリ

テーションコース設置を契機にこのよう

な取り組みに参画する予定である（資料 

16）。これらのことは、怪我をした選手の

復帰に向けたアスレチックリハビリテー

ションにおいて中心的な役割を担ってき

た理学療法士が、健康的なスポーツ活動や

競技力の向上にも貢献することが期待さ

れていることを示すものである。したがっ

て、このような役割を担う理学療法士の育

成は重要であると考えられる。 

以上のことから、健康寿命の延伸につな

がるスポーツや競技スポーツに関わり、実

務的な能力を身に付けた地域スポーツの

発展を担う理学療法士の需要がますます

高まることが予想される。 
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おり、そのための多様な支援が必要とされ

ている。 

しかしながら、スポーツ庁が 2019 年に

実施した 18～79 歳の男女を対象としたＷ

ＥＢアンケートによると、有効回答者 20，

000 件のうち、過去１年間に「運動やスポ

ーツを行なった」とする者は 80.2 %、「運

動やスポーツを行わなかった」とする者は

19.8 % であったとの報告がある（資料

14）。特に「運動やスポーツを行った」と

する者の割合は男性が女性より高く、10

代、20 代及び 70 代でそれぞれ高くなって

いる（資料 18）。また、この 1 年間に、「運

動やスポーツを行った」理由について、「健

康のため」とする者は 77.9 %で最も高く、

次いで「体力増進・維持のため」が 58.3 %

であった。（資料 18）。 

このように高齢者においても「運動やス

ポーツを行った」とする割合が高いことか

ら、運動やスポーツによるケガやその予防

に対して、理学療法士の果たす役割がます

ます高まることが予想され、次世代（子供）

及び高齢者のスポーツ参加を支援し、それ

に伴う障害などを予防する理学療法士の

育成は極めて重要であると考えられる。さ

らに、日本の高齢化社会を考えた時、平均

寿命と健康寿命の差が、女性で 12 年、男

性でも 8 年に達している点は注目すべき

である。人生の最後に 10 年もの不健康な

生活を送ることを防ぐには、継続したスポ

ーツ活動によって、体力の維持や生活習慣

病の予防を図ることが重要であり、シニア

に対するスポーツ活動支援を充実させる

ことが必要である。 

 

（地域的な人材需要の動向） 

熊本県ならびに熊本県スポーツ協会に

おいても、子どもたちの体力づくりやコミ

ュニケーション能力の向上などを目的と

したアクティブチャイルドプログラム、育

成指定選手に対してメディカルチェック

やトレーナー派遣等を実施するマルチサ

ポート事業（資料 19）、選手の応急処理や

健康管理等のコンディショニングを図る

スポーツトレーナー事業などの取り組み

を行なっている（資料 19）。本学理学療法

学専攻では、従来から県内の企業スポーツ

チーム・車椅子アスリート・高校生アスリ
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ートなどへの支援を行っており、これらの

実績に基づいて、本学のスポーツリハビリ

テーションコース設置に対して、熊本県ス

ポーツ協会からは、スポーツを支える人材

の育成と拡大、地域の活性化に貢献する取

り組みとして期待しているとのご意見を

頂戴しており（資料 20）、そして、知的障

がいのある方へ様々なスポーツ活動を提

供・サポートしているスペシャルオリンピ

ックス日本・熊本からも、本コース設置が、

これからの日本社会における健康寿命増

進に資する内容であり全面的にご支援を

したいとのご意見も頂戴している（資料

21）。 

これらのことは、怪我をした選手の復帰

に向けたアスレチックリハビリテーショ

ンにおいて中心的な役割を担ってきた理

学療法士が、健康的なスポーツ活動や競技

力の向上にも貢献することが期待されて

いることを示すものである。したがって、

このような役割を担う理学療法士の育成

は重要であると考えられる。さらに、熊本

県の健康寿命の延伸等を含めた「UX プロ

ジェクト」に取り組む商工労働部産業振興

局や、「人生 100 年くまもとコンソーシア

ム」を発表している健康福祉部健康局から

は、本専攻のスポーツリハビリテーション

コース設置について、「健康寿命の延伸」

という本県のプロジェクトに合致した人

材育成の取り組みであり期待していると

のご意見を頂戴しており（資料 22）、本学

が志向するスポーツリハビリテーション

領域の人材需要が高まっている。 

 

（社会的・地域的な人材需要に対する本学

の取り組みとアンケート結果と人材需要

予測） 

前述のような社会的、地域的な人材需要

の動向を踏まえ、本学ではスポーツリハビ

リテーションコースの設置を前に、様々な

取り組みに着手している。 

熊本県水上村では、標高 1000m の高地

にある日本有数のクロスカントリー施設

であるスカイビレッジで合宿中の高校生

アスリートに対し、メディカルフィットネ

スチェックを行い、障害予防およびトレー

ニング効果を最大化するための支援を行

っている（資料 23）。 
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また、車いすマラソンの駆動技術に着目

した実践研究を行い、パラリンピック車い

すマラソン選手のサポートを行っている。

その結果、令和 3 年に開催された東京パラ

リンピックにおいて、サポート選手が男子

車いす 100m で銀メダルを、女子車いす

マラソンで 4 位入賞を果たすなど一定の

成果を上げつつある（資料 23）。 

また、熊本県の肥後銀行女子駅伝部に対

するメディカルサポートを行い、4 年連続

で全日本実業団女子駅伝競走大会の出場

権を獲得した。 

さらに、熊本県スポーツ協会と包括協定

を結び、熊本県出身の育成指定選手に対す

る「くまもとワールドアスリート」事業に

おいて、フィットネスチェックを開始する

予定である。 

これらのことから、理学療法学専攻内に

新たに設置され、理学療法士のための実践

的能力に関する学びの場を提供するスポ

ーツリハビリテーションコースの果たす

役割は大きいと言えよう。 

また、本学リハビリテーション学科にお

いて九州圏の過去 2 年の就職説明会参加

施設および実習施設を対象にスポーツリ

ハビリテーションコースについてアンケ

ート調査を実施したところ、89 件の回答

のうち、新コース（20 名）修了生の採用に

約 45％の施設が興味ありと回答した（資

料 24）。従って、収容定員増員後も現在の

卒業生数に上積みして、十分に就職先を確

保可能と考えられる。 

また、医療系以外の企業、行政組織、熊

本に拠点をおくプロスポーツ団体、障がい

者スポーツ団体，メディカルフィットネス

ジム等にアンケート調査を実施したとこ

ろ、16 施設から回答を得ることができ、

10 の施設が新コース修了生の採用に興味

があると回答した（資料 25）。この結果か

ら、新コースの設置によって、従来の理学

療法士の就職先として想定されていなか

った組織・団体からも求人の可能性があ

り、理学療法士の新しい職域開拓につなが

るものと考えられる。実際には、新コース

修了者の大部分は、当面はスポーツ障害を

対象の一つとする整形外科を有する医療

機関が就職先となることが想定されるが、

メディカルフィットネス施設（令和 3 年 7
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月現在で厚生労働省認定全国 335施設）や

スポーツジム、総合型地域スポーツクラブ

（熊本県内で 69 団体）の指導者などへの

人材輩出を行うよう、職域拡大に取り組

む。具体的には、学長をリーダーとして理

学療法学専攻、就職実習支援課、入試広報

課、企画経営室等のメンバーによるプロジ

ェクトを立ち上げ、行政、企業、病院、マ

スコミなど広く産学官に働きかけを行い、

研究力を向上させスポーツリハビリテー

ション分野を新たに切り拓いていく。 

以上のように、「スポーツリハビリテー

ションコース」の設置は、健康寿命を延伸

させるという我が国の大命題に貢献する

人材の育成にも繋がるもので、健全な高齢

化社会の構築を見据えたものでもある。 

本学としても「保健科学」という領域を

強化することで、熊本県のプロジェクト

と連携し、健康寿命延伸のための新たな

取り組みを展開して、卒業生の職域拡大

にチャレンジしていきたい。 
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